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○議長（安達 隆君）  皆さん、おはようございま

す。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を行います。一般質問通告表

の順序により、７番、土谷信也君の発言を許します。 

 土谷信也君。 

○７番（土谷信也君）  おはようございます。議席

番号７番、豊翔会の土谷信也でございます。通告書

に基づき、一般質問を行います。 

 質問の前に、今月18日の朝に発生した大阪北部地

震により、新たに１人ふえ、５名の方が亡くなられ、

ほか多数の負傷者が出ました。犠牲になられた方々
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のご冥福とご回復を心よりお祈りいたします。 

 また、中津市耶馬渓町金吉地区でことし４月11日

の未明に、突然に山崩れが起き、山裾の民家４棟を

直撃、この内３棟の21歳から90歳の男女６人が巻き

込まれ、全員が遺体で見つかるという大惨事が発生

しました。近隣の市ということもありますが、私の

妻の実家が同じ耶馬渓の下郷ということもあります

し、20年ほど前、私が現場上流の橋梁の工事で通っ

ていた道でもありますので、非常に身近に感じてお

ります。私も早速現地に出向き、手を合わせたとこ

ろであります。亡くなられました方々のご冥福と、

当地区の１日も早い復旧と安全対策が施されること

を願っております。 

 それでは、質問に入ります。 

 まず、１項目は中津市耶馬渓の山崩れ災害につい

てであります。佐々木市長は、長い県議会議員活動

や、建設業に携わった経験上、このような自然災害

に対する瞬時の危機管理能力は並外れたものがある

と思って、安心をしております。そこで、１点目は、

この災害発生に伴い、本市は近隣の市として、何ら

かの応援、救済措置ができたのか、お伺いします。 

 ２点目は、山崩れ災害の発生原因ですが、新聞等

では地下水の影響で、斜面が高さ約100メーター、幅

約200メーターにわたって滑り落ちたと報道されてい

ますが、本市としてはどのように原因を分析してい

るのか、お尋ねします。わかる範囲で結構でござい

ます。 

 ３点目は、災害発生後、本市の土砂崩壊危険箇所

の調査の実施をしましたか。またその調査結果はど

うであったか、お尋ねをします。 

 最後４点目に、このような災害を未然に防ぐため

に、本市の防災対策はどのようにお考えかをお聞き

いたします。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  今回の件は、災害に関す

る質問ですので、まず今週の月曜日に発生した大阪

府北部の震度６弱を観測した地震では、５名のとう

とい命が犠牲になりました。心よりご冥福とお見舞

いを申し上げます。 

 それでは、私から耶馬渓の山崩れ災害についての

ご質問にお答えいたします。 

 本件につきましては、提案理由の中で申しました

とおり、大雨や地震で発生した災害でなく、突発的

に起こったもので、本市においても充分警戒する必

要がありますし、平時から災害への備えを行い、よ

り災害に強いまちづくりを進めていきたいと考えて

おります。 

 議員のご質問の、被災地に対する本市の支援状況

でございますが、４月11日の災害発生直後から、大

分県常備消防相互応援協定に基づいた応援出動とし

て、消防職員を派遣いたしました。現地では、土砂

や瓦れきの撤去作業、救助業務などに従事し、４月2

2日までの間に延べ47名を応援活動として協力をさせ

ていただいたところでございます。 

 次に、災害の発生原因の分析につきましては、大

分県や中津市は林野庁や公益社団法人砂防学会、日

本地すべり学会に依頼し、調査を行っているとお聞

きいたしておりますが、報道されておりますとおり、

岩盤の風化など、専門家の間でもいろいろと意見が

分かれており、まだよくわからない状況のようでご

ざいます。 

 次に、本市の土砂災害箇所の調査につきましては、

今回の災害を受け、４月20日に県の土木事務所と市

の建設課が共同で基礎調査に実施箇所63カ所を緊急

点検しました。現地では、表層の厚さや状態、亀裂

の有無、湧き水の状況などを調査しました。現時点

で災害の兆候が見られる箇所はなかったということ

でございますが、災害はいつどこで起こるかわかり

ませんので、前兆現象等への備えが必要であります。 

 本市の防災対策につきましては、これまで地震だ

けでなく、風水害や土砂災害につきましても万全を

期すべく、小学校区での総合防災訓練や、自治会ご

との防災研修会等を実施してまいりました。その上

で、各戸に防災マップをお配りし、住民の皆様へ自

助・共助の取り組みをお願いしてきたところでござ

います。さらに、今回の中津市の土砂災害を受けま

して、土砂災害の危険性がある地域住民の皆様へ６

月の自治委員文書で、土砂災害周知避難マップをお

配りしたところでございます。これにより、まず危

険な箇所を知ってもらい、災害への備えを行ってい

ただきたいと考えております。 

 市といたしましては、今後ともあらゆる条件を想

定し、土砂災害の発生が予想される場合には、気象

情報や土砂災害の前兆現象について細心の注意を払

い、適切なタイミングで避難情報を発令できるよう、

努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  土谷信也君。 

○７番（土谷信也君）  再質問をさせていただきま
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す。 

 １個目、全般の再質問となりますが、答弁は必要

ございません。災害発生直後に消防職員の応援出動

は、大変ご苦労でございました。二次災害も発生せ

ず、無事に業務が果たせ、派遣された消防職員の方々

の尽力に感謝を申し上げます。災害の発生原因につ

きましては、新聞各紙、またテレビ等のメディアで

いろいろ解説をしておりますが、地元の人や専門業

者に話を聞きますと、現代の山林は下刈り等の山の

手入れが行き届いてなくて、災害当時に雨が降って

いなくても、今までに降った雨が引き切らずに山自

体の含水比が非常に上がっていて、そのことが一番

の原因ではないかということを言っておりました。

本市の担当課も、早速危険箇所の調査を実施してい

ただき、ありがとうございました。 

 防災には、まず自助であります。危険箇所近隣の

住民は、市だけに頼るのではなく、落石や湧水など、

土砂災害等の前兆現象には特に注意し、災害への備

えを行うことが最も大事なことではなかろうかと思っ

ております。今朝のテレビ番組のビビットという番

組でコメンテーターが、防災は災害を防ぐ、それか

ら減災は災害を減らすということでございますが、

この災害というのは必ず来るということでございま

す。この先生は、今備災ということばを上げたいと。

災害に備えるということで、いつどんなことが起き

ても、身の回りにすぐ避難ができたり、食料の確保

とか、そういう備災ということが大事じゃないかと

言っておられました。 

 今後、市としましても、専門的な知識であらゆる

面の防災に取り組んでいただきますようお願いをし

まして、次の質問に入ります。 

 次、２項目めは、広域ごみ処理施設についてであ

ります。 

 １点目は、佐々木市長は４月25日の大分合同新聞

で、脱会も含めて白紙状態とコメントをされていま

したが、脱会ということができるのか。またその場

合は、市単独ということになると思いますが、処理

施設の設備や運営等にかかる費用は今までのものと

比較した試算の下でのお考えか、お尋ねします。ま

た、この事業については、合併特例債を充てるよう

になっていたと思いますが、そのことについてもお

伺いをします。 

 ２点目に、もし脱会した場合は、現在の草地長添

の処理施設の増改築もしくは新築という構想がある

のか、お伺いをいたします。また、今期の長添地区

と交わした覚書契約では、現施設は新しいごみ処理

施設の供用開始予定の平成32年３月１日までで、そ

の後、施設を解体し、更地にして土地への立ち入り

ができないようにして、市もしくは地区が管理する

ということになっております。このことは、地元の

人からも多くの相談があり、今回質問するものであ

ります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（安達 隆君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  広域ごみ処理施設につい

てのご質問にお答えいたします。 

 宇佐・高田・国東広域事務組合で進めていますご

み処理施設についてでございますが、ことしの２月

に契約議案が否決された後の最初の正副管理者会議

が、４月24日に開催されたところでございます。そ

の会議において、広域事務局から再度新たな第三者

委員会を設置して事業を推進していく方針等が、事

前説明もなくいきなり示されました。これは、私が

市長に就任した昨年の４月24日の翌日に、広域事務

組合事務局職員が来庁して、ごみ処理場建設につい

ての説明があり、わずか２日後の27日の午前中には、

事業者選定委員会の答申を受け、その後に私に対し、

副管理者への就任要請がなされ、翌日の議会全員協

議会で答申結果を図ろうとしたときの、唐突な進め

方と全く同じものであります。 

 私に検討する時間も与えず、約250億円もの事業を

市民への説明責任を果たせない状態で認めさせよう

とする強引なやり方と感じております。今回、２月

に契約議案が否決された後の、最初の正副管理者会

議である４月24日に議案が示され、その日から約２

週間後の５月11日の広域議会に提案することについ

て精査する時間も与えず、早急に承認を強いるよう

なやり方では納得できないため、その場では了承で

きない旨を伝えたのですが、私の意志とは反対に、

承認を得たとの説明がマスコミに対し、広域事務組

合からの一方的に発表されたことであります。 

 こうしたことから、そのような強引なやり方を続

けるのであれば、脱会も含めて白紙状態と述べたと

ころでございます。 

新しいごみ処理施設に対する基本的な考え方は、

これまでも申し上げているとおり、まずは正副管理

者で充分議論し、その経過を含め、透明性を高めて

いくべきであるものでありますので、今後につきま

しては、それを踏まえた上で、対処してまいりたい

と考えております。 
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 現在、広域事務組合の枠組みのまま進めていくこ

とも含め、複数の方法があると考えておりますが、

白紙にすることもそういった考え方の中の１つであ

り、現時点では、基本的な方針が決まっていない状

況でございますので、市単独での経費の試算は行っ

ておりませんし、長添清掃工場の増改築等の構想も

ございません。なお、草地長添の地元に対しまして

は、今後方針等が決定した際は、充分協議しながら

対応してまいりたいと考えております。 

 次に、合併特例債の活用についてでございますが、

合併特例債の残額は平成29年度末で約８億6,000万

円でありますことから、今後この事業全体で賄うこ

とができない状況でございます。また、財源措置の

ない他の主要事業に対して、優先的に措置していき

たいと考えていますので、ごみ処理施設建設に対し

ては、合併特例債ではなく、他の交付税措置のある

起債の活用をしていきたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（安達 隆君）  土谷信也君。 

○７番（土谷信也君）  再質問に入ります。１点目

の再質問になりますが、これも答弁は要りません。

市長の脱会も含めて白紙状態とコメントされ、新聞

で報道されたいきさつについて、詳しく説明をして

いただきました。現時点での基本的な方針は、まだ

決まってはいないようでありますが、長添の焼却炉

もかなり老朽化が進んでおるようであります。でき

る限り早い時期にしっかりとした試算の下、市長の

納得できる方針、そして当然ではありますが、市民

の納得できる方針を示していただきますよう、お願

いをいたします。 

 ２点目の草地長添の清掃工場については、方針が

決定すれば速やかに地元との対応をしていただきた

いと思っておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 最後、３点目の質問に移ります。３項目めは、粟

嶋公園の整備による観光振興についてであります。

１点目は、この公園の整備工事にはかなりの金額が

かかりました。ここは恋叶ロードの最重要ポイント

となるわけですが、費用対効果と言っては大変厳し

い言い方かもしれませんが、どのような効果が上がっ

ているのか、また利用状況について、お聞かせをお

願いいたします。 

 ２点目は、私が平成28年の３月議会で質問をした

と思いますが、粟嶋公園の高田側の対岸にある荒廃

した土地と建物については、いまだに非常に見苦し

い景観が、大変悪い景観がまだ続いております。地

権者に対して、どのような対策を講じたのか、お聞

きをいたします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  商工観光課長、河野真一君。 

○商工観光課長（河野真一君）  粟嶋公園の整備に

よる観光振興についてのご質問にお答えいたします。 

 まず粟嶋公園の利用状況についてでございますが、

平成27年以前は観光客数の調査対象施設になってい

なかったため、調査を開始いたしました平成28年以

降の状況しか把握できておりませんが、公園の整備

が終わり、新しいカフェが２月にオープンした平成2

8年から平成29年末までの２年間で、約10万人を越す

観光客の方が訪れている状況でございます。 

 費用対効果についてでございますが、粟嶋公園は

昭和の町から長崎鼻までの恋叶ロードの中間点に位

置しておりまして、縁結びの神様と言われる粟嶋社

に隣接し、絶景スポットでもあることから、恋叶ロー

ド全体への誘客促進の役割を果たしていると思われ

ます。その観点から、粟嶋公園を整備した効果とし

ましては、例えば昭和の町では、平成27年の36万人

が平成29年には37万3,000人に増加しておりますし、

長崎鼻リゾートキャンプ場では平成27年の６万2,00

0人が、平成29年には８万3,000人に増加しておりま

す。また、市のホームページにおきましても、平成2

9年度実績で恋叶ロードが実質的に２位になるなど、

本市の観光振興に大いに寄与していると思っており

ます。 

 また、ことしは春の行楽シーズンが天候にも恵ま

れたことから、粟嶋公園にも大勢の観光客が訪れ、

公園奥の岬にあるハート形の南京錠、愛鍵をかけて

愛を誓うモニュメント縁では、ゴールデンウイーク

前に鍵をかけるスペースがなくなるほどの状況でご

ざいました。恋叶ロードは、各観光スポットの相乗

効果で誘客促進が発揮できるものでございますので、

今後とも各観光スポットの魅力向上に取り組んでま

いりたいと思っております。 

 次に、粟嶋公園の手前の岬の荒廃地についてでご

ざいますが、現地は起伏のある形状で、複数の土地

所有者がおられます。また、敷地の一部には、外か

らは見えませんが、以前喫茶店であった建物が朽ち

果て、廃墟として残っておりまして、敷地の大部分

には草木が生い茂り、個人の手には負えない状況で

ございます。一部の地権者の方とお話したところ、

現状では管理は困難とのことでした。また、１件あ
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る住宅の所有者は市外に住んでおりますが、定期的

に敷地の草刈りを行っており、現在も住宅の敷地内

は手入れがされておりますが、周囲をやぶで囲まれ

ておりまして、国道からではわからない状況でござ

います。 

 荒廃地全体の景観を整備するためには、地権者全

員が定期的に環境を整備することが必要でございま

すが、実際には困難であると言わざるを得ません。

なお、草木が生い茂ったことによりまして、結果的

に廃墟となった建物が見えなくなっていることもご

ざいますので、現状維持以外の抜本的な対策は困難

な状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  土谷信也君。 

○７番（土谷信也君）  再質問させていただきます。 

 １点目については、費用対効果は徐々に上がって

おるということでございますので、引き続き観光誘

致ということで、頑張っていただきたいと思います。 

 ２点目の、この土地の荒廃した土地、それから建

物でございますが、このことについて、私の要望と

いうか、思いを話させていただきたいと思います。

３年ほど前になると思いますが、この観光振興とし

て昭和の町から船を出して、その船に乗って真玉海

岸、それから香々地の海岸を海からの景色を眺めな

がら粟嶋公園におりると。粟嶋公園でお参りをして、

また船に乗り込み、こんなことを言ったと思います、

文金高島田にちなんで高島に上陸をしまして、そこ

で岬ガザミやナマコや、おいしい魚を食べて、また

昭和の町に戻って、宮町で飲んでいただいて、泊まっ

て、高田のこの絶景の景色とおいしい食べ物を味わっ

ていただくということをお話しました。 

 きょうはこの土地のことで、本当に、結構今、課

長が言われたように、草が生い茂って、何も見えな

いような状態になっているのですけれども、あそこ

をきれいに整地をしましたら、すごく景観がよくて、

あそこから粟嶋神社、粟嶋公園を眺めると非常に景

観がいいようであります。 

 私が考えたのが、あそこを市が賃借か買い取りを

しまして、駐車場に、それから今チアリフトという

ような、ゴルフ場にあるリフトですね、あれで海を

渡って粟嶋神社のほうに渡っていくと。そして２人

で手をつないで、海を眺めながらお参りをするとい

うようなことはどうかなというようなことを考えて

おります。海を渡るリフト、スキー場によくあるの

ですけれど、海を渡るリフトというのは日本でも、

いろいろ調べたのですけれど、ないようでございま

すので、そういうことができたらなと思います。 

 １つは、その予算のことも大変高額になるかもわ

かりませんし、距離がどのくらいかわかりませんが、

200メーターか300メーターぐらいあると思いますの

で、海の中にそういう鉄柱みたいな施設を建てない

といけないというようなことで、難しいのではない

かなというようなこともあります。 

 今、こういうジップラインというようなロープを、

滑車をもってずーっと渡る、ターザンみたいな形で

すけど、これも調べたところが、ジップラインとは

森の中に貼ったワイヤーを滑車で滑り落りて、絶景

を楽しめる、スリルを味わえる世界的にも人気のあ

るアクティビティです。日本でも徐々に人気が出て

おり、ジップラインが楽しめる施設もふえてきてお

ります。自然が好き、登山が好きというようなこと

を書いておりますけど、そういうことで海を渡って

いく、そういうスリルも味わいながら、非常に興味

を呼ぶのではないかと思います。 

 すぐに答弁は求めませんけど、広域事務組合のよ

うにすぐに佐々木市長に答弁をせよということでは

ありませんけど、お考えをお聞かせいただければと

思いますが、どうでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  しばらく休憩します。 

午前10時31分 休憩 

午前10時31分 再開 

○議長（安達 隆君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 市長。 

○市長（佐々木敏夫君）  ただいま土谷議員から貴

重な提案をいただきまして、大変ありがとうござい

ます。まず、用地の問題もさることながら、ジップ

ラインの方法についても、貴重な意見でありますし、

費用対効果等も考えて、検討してまいりたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  土谷信也君。 

○７番（土谷信也君）  ありがとうございました。

以上で終わります。 

○議長（安達 隆君）  一般質問を続けます。 

 ４番、甲斐明美君の発言を許します。甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  おはようございます。４番、

日本共産党の甲斐明美です。５項目について質問い

たします。 

 一つ目は環境に優しい循環型地域社会づくりです。 

 １として、ごみゼロぶんごたかだ推進大会が毎年
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開催され、安易にごみを焼却するのではなく、限り

ある資源を有効に循環させることの大切さを学んで

います。今後の本市の考え方はどうでしょうか。 

 ２、全国で循環型のまちづくりを推進するところ

がふえています。例えば福岡県大木町では、生ごみ

を分別回収し、液肥や電気をつくり、安価で農業や

家庭菜園に利用、紙以外にもプラスチック、古布、

使用済みおむつまで回収しています。 

 このような地球環境を守る先進地に学び、世界農

業遺産、日本遺産の地域として、他市に対して見本

になるよう、ごみの資源化の取り組みをしてはどう

でしょうか。 

 ３、ごみ出しや分別の困難な方へ、ごみ出しサポー

ターの制度をつくってはどうでしょうか。よろしく

お願いします。 

○議長（安達 隆君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  環境に優しい循環型地域

社会づくりについてご質問にお答えいたします。 

 限りある資源を有効に循環させることは、地域や

地球環境の保全とともに、ごみの減量化にとっても

大変重要なことであります。 

 そして、豊かで美しいまちづくりのためには、廃

棄物問題を抜きにしては考えられず、その特徴とも

いえる大量生産、大量消費、大量廃棄型の生活様式

や事業活動を見直し、環境への負荷をできる限り低

減する循環型社会の形成をしていく必要があると認

識しているところでございます。 

 そのため、本定例会において、環境施策を市の重

要な柱と位置づけ、基本理念をもとに、総合的かつ

計画的に施策を進めていくための環境基本条例の提

案をさせていただいているところでございます。 

 本市といたしましては、市、市民及び事業者がお

互いに連携していくことが重要であるという考え方

の下、今後も引き続きごみ減量化、資源化のための

各種施策に積極的に取り組み、環境に優しいまち、

住みよいまち豊後高田の実現を目指していきたいと

考えているところでございます。 

 その他のご質問につきましては、担当課長に答弁

させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  環境課長、後藤史明君。 

○環境課長（後藤史明君）  環境に優しい循環型地

域社会づくりについてのご質問の内、資源化のため

の具体的取り組みについてお答えいたします。 

 本市では、集積所で収集する資源ごみとして、段

ボールや新聞紙など８種類の分別をしていただき、

資源ごみとして回収しているところでございます。 

 また、コンポスター等を配付して、生ごみを堆肥

化して有効活用する生ごみ減量サポーター事業を行

うことで、ごみの資源化に取り組んでいるところで

ございます。 

 このような状況の中、さらなるごみの減量を進め

ていくためには、新たな取り組みの検討は必要であ

ると考えています。 

 しかしながら、ごみの資源化には収集体制や回収

したごみの処分先の確保等の課題もありますので、

今後先進事例を学びながら、本市に適した取り組み

について研究してまいりたいと考えています。 

 次に、ごみ出しや分別の困難な方への支援につい

てのご質問にお答えいたします。 

 この問題については、国においても高齢化に対応

した施策の検討を始めるなど、今後の大きな課題と

考えております。 

 本市といたしましても、今後福祉部門と連携を図

りながら、調査、研究を進めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  再質問をいたします。 

 本市は、燃えるごみの量は平成25年には7,337トン

であったものが、平成29年には6,042トンと、18％の

減となっております。ごみの減量リサイクルは頑張っ

ていると思います。リサイクル率が平成25年度は10.

9％でしたが、平成28年度は18.6％にかなり上がって

おります。焼却灰の資源化もしており、昨年度の焼

却灰の埋立費用が予算より243万7,000円も減りまし

た。 

 ことしもごみゼロぶんごたかだ推進大会では、福

岡県で環境に優しい循環型地域社会づくりを実践し

ているＮＰＯ法人循環生活研究所代表の平由以子さ

んを講師に、地域、地球全体を見て循環させていく

ことを勉強しました。 

 本市もまだまだリサイクルなどできると思います。

本市の目標値があればお答えください。 

○議長（安達 隆君）  環境課長。 

○環境課長（後藤史明君）  循環型地域社会づくり

に向けての再質疑にお答えいたします。 

 目標値につきましては、例年、前年度の数値に対

して減量目標を定めております。 

具体的には家庭から出るごみの１人当たりの目標

値を１日当たり10グラム減らすような形で、さまざ
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まな取り組みを進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  先程課長が言われましたよ

うに、みんなの協力でごみを減らしていくという体

制だと思います。 

 ２番の全国で循環型まちづくりを推進するところ

がふえていますということで、私の再質問をしたい

と思います。 

 先日、近隣でリサイクル率の高い自治体に学びた

いと思い、福岡県の大木町に視察に行ってきました。

町議会が平成20年に大木町もったいない宣言を議決

しております。内容を少し紹介します。 

子どもたちの未来が危ない。地球温暖化による 

気候変動は、100年後の人類の存在を脅かすほど深刻

さを増しています。その原因が人間の活動や大量に

資源を消費する社会にあることは明らかです。私た

ちは、無駄の多い暮らし方を見直し、これ以上子ど

もたちにツケを残さないまちをつくることを決意し、

大木町もったいない宣言をここに公表します。もと

もと貴重な資源であるごみの再資源化を進め、ごみ

の焼却、埋め立てをしない町を目指します。 

と、このようにうたい、町を挙げて取り組みを進め

ています。 

 ここでは、平成27年度のリサイクル率は65.3％で、

人口10万人未満の市町村で、全国第５位になってい

ます。 

 しかしこのまちも、今から13年前までは、燃える

ごみがふえ続けていました。それが平成20年に生ご

みの分別回収を始めて、ごみの量が半分になりまし

た。しかも、生ごみは大木循環センターくるるんに

集められて、し尿と浄化槽汚泥を混ぜて、バイオマ

スで資源化します。液肥と発電や熱に変えられます。

それが農地や花壇に活かされて、まさに循環の町が

つくられていました。 

 液肥を使うと、化学肥料の１割の費用で済むそう

です。学校給食で使うお米や安全安心な食につながっ

ています。 

 生ごみ循環センターのすぐ横に、道の駅があり、

中にレストランがあって、100席くらいある席が満員

でした。私どももおいしい食事をいただいてきまし

た。食材はその地域のものがたくさんありました。 

 そこで質問ですが、生ごみはごみとして焼却する

よりは、もっともっと堆肥化して農業などに活かす

べきと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  環境課長。 

○環境課長（後藤史明君）  環境に優しい循環型地

域社会づくりについての再質問にお答えいたします。 

 生ごみの再資源化につきましては、先程もご紹介

しました生ごみ減量サポーターということで、今個

人の家庭での対応で資源化に取り組んでいるところ

でございます。 

 これについても、皆さんが取り組んでいただいて

いるおかげで、ごみ減量の成果になっているものと

認識しているところでございます。 

 ご意見がありました全体的な取り組みにつきまし

ては、今後いろんなところを調査しながら、市とし

てどういったものが対応できるのかというのを研究

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  課長が今後とも調査しなが

ら考えていきたいということでしたので、ぜひいろ

んなところの調査もお願いしたいと思います。 

 再々質問ですけども、一般廃棄物の約74％を焼却

する焼却大国日本には、世界の焼却炉の３分の２が

あるそうです。そんな中でも、大木町のように、そ

れぞれの自治体で持続可能な循環の町をつくる取り

組みが進められています。 

 豊後高田市でも、小さな市だからこそ、ごみ行政

の方針も市民に周知できると思います。いかがでしょ

うか。とりあえず私も利用していますコンポスター

の設置の推進にも努めてほしいと思います。 

 取りにいけない方には、届けるなど、土地のあい

ているところにはどの家庭にもあるというくらい、

推進してはいかがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  環境課長。 

○環境課長（後藤史明君）  環境に優しい地域型循

環社会づくりについての再々質問にお答えします。 

 市の方針につきましては、先程市長が答弁申し上

げたとおり、これから環境基本条例、それから基本

計画を定めていく中で、こういったものを市民の皆

さんに啓発、お知らせしていきたいと考えています。 

 現在、市としましては、各種自治会等、いろいろ

なところに要請があれば、ごみの話とか資源化の話

をさせていただいております。そういったことが一

番市民の皆さんに通じるのではないかと、知ってい

ただけるのではないかと考えています。 

 こういったものを広げながら、資源化の取り組み、

生ごみ減量の取り組みについても、引き続き啓発を
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してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  三つ目のごみ出し分別の困

難な方へのサポーター制度をつくってはどうかとい

うことで、福祉部門と連携して調査研究していきた

いということでした。 

 私も老人の方とよくお話しますが、やはり持って

いくのが大変だと。小の袋でも地面について、ひき

ずっていかなければならない状態であったりしてお

ります。 

 ごみ屋敷といいますか、ごみを持っていけないの

で、家の裏に積み重ねていたり、家の中も大変悪い

んですけど、新聞だらけになっている。また、生ご

みも充分捨てられない、そんな方もいらっしゃいま

す。ぜひ福祉部門と連携をとって、このことがかな

いますように、よろしくお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  ２項目めの教職員の長時間

勤務について質問したいと思います。 

 一つ、３月議会では、教職員の勤務時間管理のた

め、タイムレコーダーを要望しましたが、教育委員

会では、パソコンの稼働状況で勤務時間を見ていく

とのことでしたが、どのように取り組んでいるので

しょうか。また、長時間勤務の軽減に効果は見られ

たのでしょうか。 

 二つ、中学校の部活について、休業日が週２回と

いうのが全国的に８割が達成できているとのことで

す。本市での状況はどうでしょうか、お答えをお願

いします。 

○議長（安達 隆君）  学校教育課長、小川 匡君。 

○学校教育課長（小川 匡君）  教職員の長時間勤

務についてのご質問にお答えいたします。 

 各学校では、長時間勤務の改善に向け、勤務実態

改善計画を作成し、計画に基づいて実践・見直しを

行いながら、業務の効率化を図り、子どもと向き合

う時間の確保を行っております。 

 現在、教職員の勤務時間の管理につきましては、

各自のパソコンによるグループウエアでのタイムカー

ド機能を活用することにより、勤務の日数や時間、

超過労働時間等を把握し、勤務時間を意識した働き

方を実践しているところであります。 

 長時間勤務の軽減に向けての取り組みの効果につ

きましては、パソコンのグループウエアによるタイ

ムカード機能を活用するようになり、時間外出入り

簿による昨年度と今年度の４月の１カ月間、20時以

降に施錠した日数を比較しますと、高田小学校で11

日、桂陽小学校で３日、高田中学校で４日の削減と

なり、取り組みの効果が見られております。 

 今後も教職員一人一人が勤務時間を意識した働き

方を実践し、教員が健康で充実して働き続けること

ができるように、業務改善に取り組み、学校の指導

体制の整備を図り、学校教育の質の向上を図ってま

いりたいと考えております。 

 次に、中学校の部活動についてですが、大分県教

育委員会から平成29年３月28日付、部活動における

適切な活動の設定についての通知の中で、１週間の

活動日は原則として５日以内とし、土日のいずれか、

１日とする方針が示されました。 

 また、文部科学省スポーツ庁から、平成30年３月1

9日付、運動部活動のあり方に関する総合的なガイド

ラインが示され、同様の通知がありました。 

 本市では、平成29年度から大分県教育委員会及び

文部科学省の方針に基づき、適切な休養日を設けて

おり、引き続き教職員の負担軽減に配慮するととも

に、生徒の多様なニーズに対応した活動を保障する

持続可能で質の高い環境を整備していきたいと考え

ております。 

 以上であります。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  一つ目の勤務時間管理のた

めのパソコンの稼働ということで、時間を見ていく

ということでしたが、今回も市内の大きな学校の３

校のセキュリティシステムの開錠施錠時間を資料に

出してもらいました。 

 平日を見ていきますと、Ａ小学校は、朝の開錠が

ほとんど６時半、Ｂ小学校は開錠が７時過ぎ、Ｃ中

学校は開錠が６時半より前、朝の開錠は管理職なの

でしょうか。始業２時間前から入っています。 

 最後に出た人がかける施錠は、Ａ小学校は午後８

時前、Ｂ小学校は午後８時台がほとんど、Ｃ中学校

は午後８時前後に集中しています。 

 ３年前と比較して、開錠は変わらず６時半から７

時、施錠、最後に出た人の時間ですが、３年前はほ

とんど毎日、午後９時から夜中の０時まででしたが、

今では午後10時以降はなくなりました。 

 今回の施錠、最後に学校を出て鍵をかけた時間の

短縮については、やればできると思いました。これ

からもぜひ早く帰ってほしいと思います。 

 いつも表にして出すのですが、ちょっと私、間に
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合わずに、簡単な印をしましたが、以前は８時以降

に施錠したときは、ピンクがずっとほとんどついて

いたんです。それが今回はこのように少なくなりま

した。これは学校教員、管理職、教育委員会の努力

の賜だと思っております。 

 教職員の勤務時間をパソコンの稼働状況で見てい

くということで、資料に出してもらいました。教職

員の勤務時間の平均時間です。始業開始の40分から5

0分前に来て、終業はＡ小学校は１時間20分の超勤を

して帰っています。Ｂ小学校とＣ中学校は２時間の

超勤をして帰ります。 

 この状況は、結構長い勤務時間です。平均ですの

で、早く帰れる人、遅くまで残っている人がいると

思います。しかし、教職員には超過勤務手当は出ま

せん。 

 お聞きしますが、中学校の運動部の指導している

教職員は、この時間内に帰れているのでしょうか。

答弁をお願いします。 

○議長（安達 隆君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（小川 匡君）  それでは、甲斐議

員の再質問にお答えをいたします。 

 中学校の部活指導につきましては、平日、今の時

期ですと日没前に家庭に帰れるようにということで、

各学校で終業時間を設定をしておりますので、この

ように資料の中に出てきましたような時間帯で終わっ

ていると考えております。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  日没前に帰れるようにとい

うことで、安全上もとてもよいことだと思います。 

 再々質問をいたします。 

 教職員は、学校では児童生徒を健全に育てていく

責任のある仕事をしていますが、家庭では父であっ

たり母であったりするわけです。家では普通に生活

できるような環境を整えるべきではないかと思いま

す。 

 持ち帰り仕事をさせず、せめてノー残業デーやノー

部活デーを取れるようにしてほしいと思います。教

育委員会は、この努力はしているのでしょうか。答

弁をお願いします。 

○議長（安達 隆君）  教育長、河野 潔君。 

○教育長（河野 潔君）  それでは、甲斐議員の再々

質問にお答えをいたします。 

 教職員の意識改革も含めて、長時間勤務のあり方

ということにつきましては、現在学校における働き

方改革推進委員会を設置をいたしまして、そして各

代表者に推進委員になってもらって、そして現在、

検討、協議をしておるところでございます。 

 そういう中で、いろいろな課題を解決するために、

これからも努力をしていきたいと、そういうふうに

思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 以上であります。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  これからも働き方改革の委

員会なども充分に活用されて、教員が働きやすいよ

うにお願いしたいと思います。 

 次に、２番目の中学校の部活のことですが、全国

的に８割が休業日２日がとれているということです

が、ちょっと先程聞き逃したのかもしれないですが、

本市ではどうだったんでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（小川 匡君）  それでは、再質問

にお答えをいたします。 

 各中学校、６校ありますが、全ての学校、そして

部活動において、先程ご答弁申し上げましたように、

平日１日、そして土日いずれか１日、休業日をとれ

ております。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  それでは、100％と言っても

よろしいでしょうか。これからも100％とれなかった

ときは、また代休ではありませんが、そういうふう

にして、子どもたちも教員もほっとできるような日

をつくってほしいと思います。 

 それでは次に参ります。３項目め、市民乗合タク

シーの日曜、祝日の運行について質問いたします。 

 一つ目、運転免許証の返納に伴い、これまでの行

動範囲が制限されます。イベントの参加や友人など

と会うことが減ってきます。高齢者や運転できない

方たちのために、日曜、祝日の市民タクシーの運行

はできないでしょうか、答弁をお願いします。 

○議長（安達 隆君）  地域活力創造課長、川口達

也君。 

○地域活力創造課長（川口達也君）  それでは、市

民乗合タクシーの日曜、祝日運行について、お答え

いたします。 

 市民乗合タクシーは、路線バスの一部廃止に伴い、

日常生活機能を担う公共交通として、平成19年度か

ら運行を行っており、現在は市内全域で12路線を運
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行しております。 

 利用者の多くは高齢の方であり、病院への通院や

買い物など、日常生活における移動手段として主に

利用されております。 

 このような中、乗合タクシーにつきましては、随

時、運行ルートやダイヤの見直しなどを行っている

ところであり、その中で土曜日運行も平成28年度か

ら開始をしております。 

 また、運転免許証の返納制度につきましては、返

納される方への支援といたしまして、１万円分のタ

クシー利用券の無料交付に加えて、運転経歴証明書

交付手数料の助成も行っているところであります。 

 議員ご質問の日曜日、祝日の運行についてであり

ますが、まず日曜日の運行につきましては、主な利

用目的となる病院は休診であり、また商店への買い

物については、土曜日も含め運行していることから、

新たに日曜日に運行することは考えておりません。 

 次に、祝日につきましては、基本的には運休とな

りますが、運行便数が少ない路線においては、祝日

でも臨時運行をこれまでもしており、日常生活機能

を確保するための対策は行っているところでありま

す。 

 さらに、本年７月より、現在の運行では利用が難

しい地域への運行として、停留所までの距離が遠い

方を対象とした予約制の実証実験運行も行うことと

しております。 

 日常生活における移動手段の確保は、生活基盤の

中で重要な役割であることから、今後も高齢の方な

どがより利用しやすい、かつ効果的な市民乗合タク

シー制度を構築していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  再質問をいたします。 

 車を持っていた人や家族がいつも連れていってく

れた人は、運転できないようになったときには、そ

の途端買い物にも行けない。友達にも日曜日には会

いにいけない、そんなことは周辺部に住んでいる人

の悩みです。 

 日曜日は市民タクシーがないから、普通にタクシー

に来てもらうと、代金も高く、出づらくなるもので

す。 

 せめて、日曜、祝日に買い物ができるくらいの本

数でもよいので、運行してほしいと思います。１台

の市民タクシーを１日かけてずっと動いて回る、そ

んなようなことでも考えられないでしょうか。ご答

弁をお願いします。 

○議長（安達 隆君）  地域活力創造課長。 

○地域活力創造課長（川口達也君）  甲斐議員の再

質問にお答えいたします。 

 日曜日の運行についてですけれども、先程ご答弁

いたしましたように、土曜日運行も含め、基本的に

は今運行をしております。買い物等について、何と

かならないかということでございますけれども、土

曜日運行含めれば、週５日から６日動くところもあ

る。路線地域によって多少差異はありますけれども、

ある程度の買い物が行ける状況を確保できる環境に

はあるというふうに思っております。 

 あわせまして、土曜日運行につきましても、基本

的には祝日につきましては、土曜日運行については

実施をしておりますので、そうした環境の中で対応

していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  では、次に行きます。４項

目め、認知症サポーター養成講座についてです。 

 本市では、認知症サポーター養成講座の達成率が

高いと言われています。講師たちの努力と市民の優

しさのおかげです。しかし、認知症と診断されてい

ない方も多く、通所のデイサービスや訪問介護など

により、生活が成り立っている人も多いと聞いてい

ます。担い手が不足している本市では、市民のちょっ

とした見守りが頼りのようです。 

 そこでこの認知症サポーター養成講座を再度内容

を充実させ、２回目の勉強をさせてもらってはどう

でしょうか。地域の支え合いにより、高齢者が生き

生きと安心して過ごせるまちにしたいと思います。

ご答弁お願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  社会福祉課長、植田克己君。 

○社会福祉課長（植田克己君）  認知症サポーター

養成講座についてのご質問にお答えします。 

 議員ご案内のとおり、認知症の人がいつまでも住

みなれた地域で生活を送っていくためには、周囲の

理解と気遣いがとても大切であります。そのため、

市民の皆さんが認知症を正しく理解し、偏見を持た

ず、認知症の人や家族に対して温かい目で見守って

いただくため、認知症サポーターの養成講座を実施

しており、これまで3,400人を超える方に受講してい

ただいております。 

 特に、平成29年11月までの過去１年間におけるサ

ポーターの養成者数が人口５万人未満の自治体で全
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国１位となり、厚生労働省から事業の受託を受けて

いる特定非営利法人地域ケア政策ネットワーク全国

キャラバン・メイト連絡協議会より表彰をいただき

ました。 

 これも講師となっていただいておりますキャラバ

ン・メイトの皆さんや、認知症を身近な課題として

捉え、関心を持って受講していただいている市民の

皆さんのおかげだと思っております。 

 議員ご質問の受講後の対応についてでありますが、

確かに一度受講しただけではその内容を忘れてしま

う方や、実際になかなか活動に結びつかない方もお

られると思います。サポーター養成講座は何度でも

受講していただくことは可能でありますので、希望

される方には受講をご案内してまいりたいと思いま

す。 

 今後もより多くのサポーターを養成することで、

マンパワーによる地域の見守り体制の充実を図って

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  再質問をいたします。 

 認知症サポーターの養成講座を受けましたら、こ

のようなオレンジのリングをいただけます。 

 私はいつもカバンにつけているんですけれども、

手首につけていたほうがよいと思います。このリン

グを見たことがあるわと認知症の方が思うこともあ

るかもしれないですし、勉強したんだねと、お互い

に思って仲間意識もできると思います。 

 認知症サポーターとは、先程課長も言われました

ように、認知症について正しく理解し、偏見を持た

ず、認知症の人や家族に対して、温かい目で見守る

応援者です。本市では認知症サポーター養成講座の

受講者は、講座が始まってこの11年間で3,400人のサ

ポーターがいます。 

 ところが、受講したが、全く覚えていないという

人も必ず少なからずいます。講師は熱心に講義をし

たのに、全く知識のない人や家族などに認知症の方

がいない人には、無理もないかもしれません。 

 そこで提案ですが、同じような講座を何回も受け

る。それもいいのですが、第２講座、次に第３講座

と少しずつレベルアップしたものを受けられる。第

２講座の時には、第１講座を含んだお勉強、第３講

座の時は１、２講座を含んだお勉強、そうすると、

正しい理解を持てるようになるのではないかと思い

ます。 

 専門家によると、接し方に７つのポイントがある

ようです。そういったものを、例えばロールプレイ

ングという、場面を設定して演技をして、声かけな

どの練習をし、対応の仕方を覚え込む方法です。 

 私も看護師をしていた時代には、ロールプレイン

グをたびたびしておりました。ほかにももっといい

勉強方法があると思います。平成24年では65歳以上

の高齢者の７人に１人が認知症、平成37年には５人

に１人が認知症となると、いろいろな本に書いてあ

ります。 

 いつ認知症になっても、周りのみんなが優しく人

間として尊厳を認めてくれれば安心です。認知症サ

ポーター養成講座のこの10年、11年を機に、市の施

策として、この養成講座のレベルアップを推し進め

てみてはどうでしょうか、ご答弁をお願いします。 

○議長（安達 隆君）  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（植田克己君）  甲斐議員の再質問

にお答えします。 

 サポーター養成講座のステップアップについてで

ございますけれども、確かに今後活動を広げていく

上では、ステップアップを図っていただくことも必

要だと考えております。そのため、認知症サポーター

よりも一歩進んだ専門的な知識や実際のサポーター

の活動事例などを紹介する、スキルアップを図るた

めのステップアップ講座というものもございますの

で、そういったものの開催も検討してまいりたいと

思っております。 

 また、認知症について、知識を深めていただくた

めに、認知症の人と家族の会に委託しまして、７月1

0日には介護者体験による認知症の講演会等も実施す

る予定となっております。そういった講演会などを

通じて、認知症の知識の普及にも努めてまいりたい

と考えておりますので、ぜひ多くの皆様にご参加い

ただければと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  ぜひともいろいろな方法を

通じて認知症の方、家族に対して理解を深めていき

たいと思います。市の政策のほうもよろしくお願い

したいと思います。 

 次に、住宅用火災警報器について５項目め、住宅

用火災警報器について質問いたします。 

 住宅用火災警報器については、一時期テレビなど

で義務化の広報がありましたが、今はほとんど広報

がありません。火災の危険度は変わらないと思いま
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す。本市の設置状況はどうでしょうか。以前のよう

に市独自の助成制度をつくり、住宅用火災警報器を

設置するようにできないか、検討をお願いしたいと

思います。 

○議長（安達 隆君）  消防長、宗 高徳君。 

○消防長（宗 高徳君）  それでは、住宅用火災警

報器についてのご質問にお答えします。 

 住宅用火災警報器については、消防関係法令の改

正により、住宅火災による犠牲者を減らすため、平

成23年６月から全ての住宅に住宅用火災警報器の設

置が義務づけられたところです。 

 本市では住宅用火災警報器の設置の義務化に伴い、

設置の促進を図るため、市報やケーブルテレビでの

広報、各種イベントでの啓発活動を行ってきたとこ

ろでございます。 

 さらに、既存住宅での設置を促進するため、住宅

用火災警報器設置助成制度により、75歳以上の高齢

者世帯や重度身体障がい者の属する世帯など、一定

の要件を満たす対象者に対し、平成21年８月から平

成23年５月までの間に助成金を交付し、設置促進に

努めたところでございます。 

 本市の住宅用火災警報器の設置率につきましては、

平成29年度で76％となっております。 

 今後につきましては、すでに住宅用火災警報器の

設置が義務化され、７年が経過しておりますので、

新たに住宅用火災警報器の設置に係る助成制度は考

えておりませんが、市といたしましては、住宅火災

による犠牲者を出さないためにも、いまだに設置さ

れていないご家庭につきましては、設置義務化の周

知を図るとともに、設置の必要性についての啓発を

行い、設置促進を行ってまいります。 

 また、住宅用火災警報器の設置から10年以上が経

過した機器もあることから、設置者に対し機器の作

動確認等を行っていただくよう周知を図り、住宅用

火災警報器の適切な維持管理に努めていただけるよ

う啓発を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  再質問をいたします。 

 以前助成したときは75歳以上とか重度の障がいの

ある方のお宅ということでしたけれども、補助額は

幾らで何世帯につけてもらうことができたのか、お

答えをお願いします。 

 資料の中に住宅用火災警報器の普及率が76％とあ

ります。これは寝室の１カ所にあれば設置されてい

るということになっているためです。夜間寝ている

ときに、火災が起きた場合、逃げおくれないように

するには、有効だと思われますが、76％の設置率な

ら24％は設置していないということになります。 

 せめて１カ所だけでも助成制度をつくり、全戸設

置してはいかがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  消防長。 

○消防長（宗 高徳君）  それでは、再質問につい

てお答えいたします。 

 まず、助成の限度額とそれから助成の件数でござ

いますけども、助成の限度額は6,000円を限度額とし

て給付いたしております。また、実績でございます

けども、1,614件、合計で899万4,920円を助成交付い

たしております。 

 それから、設置の場所でありますけども、基本的

には寝室ということになります。条例適合と一般的

な設置ということになりますけども、１軒の家に1

個ついていれば、設置ということになります。 

 しかしながら、全ての寝室、それから２階建てで

あれば、２階の階段部の天井部分ということになり

ますので、今後におきましても、そういった部分で

設置をしていただけるように周知啓発を行ってまい

りたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  市長にお伺いしたいと思い

ます。 

 せめてまだ設置できていないところ、65歳以上の

高齢者家族に対して、暮らしを守る立場で住宅用火

災警報器の設置について、目を向けてもらえないで

しょうか。高齢者対策として予算を考えてもらえな

いでしょうか。答弁をお願いします。 

○議長（安達 隆君）  しばらく休憩します。 

午前11時23分 休憩 

午前11時23分 再開 

○議長（安達 隆君）  休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 消防長。 

○消防長（宗 高徳君）  それでは、再々質問につ

いて、お答えをいたします。 

 先程ご答弁いたしましたように、設置義務化から

すでに７年が経過しております。そういった観点か

らも、新たな助成制度は考えておりません。今後に

おきましても、引き続き住宅火災警報器の設置の必

要性、重要性について周知、啓発を図りながら、全
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戸につけていただけるように、設置促進を行ってま

いりたいというふうに考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  甲斐明美君。 

○４番（甲斐明美君）  設置義務化から７年経過し

たということですけれども、設置義務化が続いてい

るわけですから、今後ともこの高齢者対策としての

予算を考えていただきたいと思います。 

 これで、一般質問を終わります。 

○議長（安達 隆君）  しばらく休憩します。 

 午後の会議は、13時に再開をいたします。 

午前11時25分 休憩 

午後１時00分 再開 

○議長（安達 隆君）  休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 一般質問を続けます。18番、大石忠昭君の発言を

許します。大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  日本共産党の大石忠昭でご

ざいます。 

 今、世界も日本の政治も大きく変わろうとしてい

ます。トランプ米大統領と北朝鮮の金正恩委員長が1

2日の日に会談をしました。長年、敵対関係にあった

両国の首脳が、やっぱり直接会って会談をするとい

うのは初めてのことであります。中身を見ましても、

朝鮮半島の全面的な非核化、そして北朝鮮に対して

安全の保障を確保するという、お互いの約束事項を

盛り込んだ共同声明に署名をしたということも画期

的です。 

 日本の政治でも同じです。私ども野党共闘が今ま

でになく発展をしておりますし、国会の中でも安倍

政権に全面対決で戦っておりますが、同時に野党が

共同して次々と法案の提案をしておりますし、野党

と市民の共闘で、今安倍政権は追い詰められている

と思います。来年、参議院選挙がありますが、ここ

でも野党共闘が成功をすれば、自公政権ほかの勢力

は必ず過半数に追い込まれて、野党連合政権の道が

開けるというふうに、私は確信を持っております。 

 よって、この豊後高田の問題なのですけれども、

昨年市長選挙が行われました。佐々木陣営では、も

う本当に組織を持たない、１対1000と言われるよう

な組織ぐるみの選挙と草の根選挙の異常な戦いにな

りましたけれども、結果はやはり子どもの医療費や

給食代費の無償化などの斬新的な、やっぱり市民の

暮らしを守る公約を掲げて正々堂々と戦った佐々木

陣営のほうが勝利をしました。 

 佐々木新市長は、やっぱりもう就任当初からこの

市民の暮らしを守ろうということで、高校までの医

療費、そして中学までの給食代の無料化ですね、同

時実施は全国で初めてです。その点では、私ども赤

旗でも全国で報道しましたが、全国でも大きな反響

を呼んでおりまして、評価をされているところであ

ります。 

 よって、佐々木市長にかわりまして、もう１年に

なりましたので、改めてきょうは、やはりさらに豊

後高田市民の暮らしをよくしていくために、佐々木

市長が大いにこれまでの政治から大改革をするとい

う立場で、議論を吹っかけて、議論をしながら政治

を変えたいということで、今回７項目ほど一般質問

をすることにしております。よって、前置きが長かっ

たですけれども、質問はなるべく簡単にしますので、

やっぱり質問の要点を理解していただいて、それに

まとめて答えていただければなと思いますので、ご

協力をお願いいたします。 

 最初は、ごみ処理場の問題、それから障がい者の

問題、被害者の支援の問題など、市長のこれまでの

関係で、政治姿勢が問われる問題ですので、答弁を

求めたいと思います。 

 一つはごみ処理場のことで、先程土谷議員からも

質問がありまして、その市長の答弁をした範囲は、

私どももよく承知をしたことであります。振り返っ

てみますと、市長も述べておりましたけれども、市

長就任の日からこの問題が、市長としてはかかわり

があったと思うのですけれども、今先程の答弁を聞

いたら、やっぱり事務局が何とも横暴だということ

でありましたけれども、問題は事務局の問題じゃな

くて、やっぱり管理者、副管理者ですね、宇佐の市

長と高田と国東の市長が一致団結してこの県北３市

の住民の環境問題をどうするか、ごみ処理問題をど

うするかということで一致をすることが大事と思う

のです。 

 振り返ってみましたら１年間、この問題が進展し

たかといったら、進展していないと思うのです。わ

かっているのは、佐々木市長になって、これまで永

松市長がやってきた、市長時代にやってきたことに

ついては問題ありとやって、最終的には佐々木市長

と是永市長と一致しないまま、しかし契約議案を広

域議会に出して、２対９で否決されたということは

事実ですよね。それは事実なのです。しかし、今後

入札が終わって、業者が選定されてからちょうど１



６月 20 日 

 - 41 - 

 

年たったのですけれども、それが議会で否決された

けれども、あとはどうなるかということがないので

す。 

 だから私どもも今、市民アンケートをとっていま

すけれども、佐々木市長のこの問題を市長が取り上

げて、これまでの計画を潰したことは市長に対する

評価が書かれています。しかし、あとどうするかが

ないのです。今聞いたら、私は３月議会でもお尋ね

しましたけれども、市独自ではやらないと、今は３

市でやるのだと言われましたね。私は、３市でやる

といっても、今までの市長の考え方で是永市長と話

をしてもらちが明かんのではないかと。だから市民

の英知で、佐々木市長はこう考える。しかし、副市

長や教育長を含めて、この執行部ではこう考える、

議会はこう考える、市民はこう考えるということで、

やっぱり協議をして、豊後高田市としては今後どう

するという一致点を見出して、そして管理者と副管

理者とも話をするほうが佐々木市長としても評価が

高くなるし、市民から見てもそれのほうがやっぱり

市民が納得できるような新しい事業ができるのでは

ないかと思うのです。 

 その点が、きょうの先程の答弁を聞いて、全くな

いのです。何か事務局が案を出したけれども、そん

なことは困るかということで、俺は承認しなかった

という話でしょう。それならどうするかということ

で、もう手短でいいですから、私としてはこうした

いと、今までのことは聞いていますよ。ごみを搾っ

て、115トンじゃなくて70トンのものでいくというけ

ど、これ今も変わらないなら、変わらないでもいい

から、どうしたいと言うのかだけ、聞かせてくださ

い。これが一つの問題です。 

 それから２つ目の問題は、障がい者のことで２つ

聞きたいのです。ご承知のように、県のほうも、県

議会においても、一昨年の議会、その前の議会、12

月議会だって満場一致で、ここに書いておりますよ

うに、障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる

県づくり条例が議決をされ、おととしの４月から施

行されているのです。その後、市町村では別府市、

杵築市、日出町に続いてきておりますけどね、高田

はまだないから、これは永松市長時代から要求して

いるのですけども、検討、検討で進まないから、佐々

木市長にかわったのだから、お金も要ることでもな

いのだから、市長やりましょうというけどもね、自

立支援協議会で協議してもらって云々というぐらい

で、らちが明いてないのです。 

 これはやっぱり、こういうことはよそに先駆けて

早く実施をしてもらいたいのです。今回、県下で遅

ばせながら、先程ありましたように、市の環境基本

条例が提案されました。恐らく満場一致で議決され

るでしょう。今度は、この市独自の障がい者のため

の差別を解消するための条例の制定をしてもらいた

いと思いますが、どう考えるのか。 

 もう１つは、障がい者のタクシー助成なんです。

県下全部調べましたけれども、今ないのは豊後高田

市と竹田市と由布市の３市になりました。宇佐市も

ことしの４月から是永市長が踏み切りました。よそ

でやっていることが高田でやれないということはお

かしいと思うのです。だから、子どもの医療費でも

給食代でも評価しますけれども、今度は障がい者や

お年寄りのために何らかの方策をとるべきだと思い

ますので、もう高田以外では竹田市と由布市だけし

かできていないのですから、豊後高田でも早く実施

をしてもらいたいと思いますが、市長の見解を求め

ます。 

 ４番目は、犯罪の被害に遭った人、あるいはその

遺族、第二次被害を起こさないために、県も満場一

致で条例がつくられました。もう半分以上の市で実

施をされておりますが、この問題も何度も議論をし

ていますけれども、とうとう一番最後に豊後高田が

なりそうなんです。資料として、これまでどういう

議論をしてきたかということをお願いしたのだけど、

資料一切ないんです。ということで、今回資料出て

いないんです。市長としては、部下にいつまで議会

に出せるようにしようというのは命令してないので

すか。とうとうこれだって、豊後高田が一番大分県

でおくれることになるのです。 

 だから佐々木市長たるものは、こういうことはお

金がかかることではないのですから、もう今回最終

日で出すなら出すと、出さないならば、９月議会で

の冒頭には提案するのだというようなことを表明し

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  政治姿勢について。ごみ

処理施設についてのご質問にお答えいたします。宇

佐・高田・国東広域事務組合での計画を進めていま

すごみ処理施設についてでございますが、ことしの

２月に契約議案が否決された後、４月24日に正副管

理者会議が開催されたところでございます。その後、

５月11日に、平成30年第２回広域事務組合議会、臨
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時議会が開催されましたが、具体的な方針について

はまだ決まっていない状況でございます。 

 このごみ処理施設の今後の計画についてでありま

すが、基本的な考え方として、広域事務組合の正副

管理者会議で充分議論をした上で進めるべきもので

ありますので、それを踏まえた上で、慎重に対応を

してまいりたいと思っております。今、私のほうの

考え方として、従前からお話しておるとおり、ごみ

を搾って、その上でプラントを小さくして、コスト

の安い方法で考えております。 

 また、ご案内のとおり１年間でありますが、主灰

等のトン数もことしの４月24日まで、津久見まで運

ぶのにトン数の明記はされておりませんし、そうい

う意味で何トン津久見まで運んで、トン何ぼの単価

というのは、ことしの４月24日に教えていただいた

ところでもあります。また具体的な内容については

企業秘密ということで、なかなか教えていただけな

かったのも事実であります。 

 そういう意味で、これからもしっかりとした議論

をしてやっていきたいと、こう思っております。よ

ろしくお願いします。（「あとの問題は。担当課長。」

と呼ぶ者あり） 

○議長（安達 隆君）  社会福祉課長、植田克己君。 

○社会福祉課長（植田克己君）  政治姿勢の内、ま

ず市独自の条例制定についてのご質問にお答えしま

す。条例の制定につきましては、第１回定例会にお

いて、ご答弁申し上げましたとおり、実効性のある

施策とあわせて総合的に判断していく必要があると

考えております。また、議員よりご紹介のありまし

たように、本年４月から杵築市と日出町においても

同様の条例が施行されておりますので、その内容や

施策の方向性、県下でいち早く制定した別府市にお

いて、障がいのある方の取り巻く環境がどのように

改善されているのかなど、自立支援協議会や部会に

おいて本年度も引き続き調査、研究し、その上で関

係者と充分議論を重ねてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、タクシーの助成制度について、お答えしま

す。現在、障がい者に対する公共交通運賃等の割引

は、４月からバス運賃について精神障がい者も対象

として拡大されるなど、タクシーやＪＲ、航空機、

バス等で最大５割引になる制度がございます。また、

移動手段として利用する自家用車の自動車税の減免

や、有料道路割引などもございます。議員ご提案の

タクシーの助成制度につきましては、そのような割

引制度とあわせてご利用いただくものであります。 

 また、現在タクシー券の助成を行っている市町村

の中には、福祉手当などの代替措置としてタクシー

券の助成を行っている市町村も多いいようでありま

すので、実際の障がい者の皆さんのニーズや、地域

の実情にマッチした福祉給付となるよう、地域自立

支援協議会等で充分ご意見をいただきながら検討し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  市民課長、近藤幸一君。 

○市民課長（近藤幸一君）  政治姿勢についての内、

犯罪被害者等支援条例の制定についてのご質問にお

答えします。条例につきましては、本年９月議会に

提案できるように事務を進めています。なお、豊後

高田市犯罪被害者等見舞金支給要綱につきましては、

平成30年４月１日から施行しており、市報６月号に

お知らせしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  大石議員。 

○18番（大石忠昭君）  最初のごみ処理場のことで、

市長は３市、広域圏ですから、正副管理者会議で詰

めた議論をして方針を決めると、それはそのとおり

なんです。３市でやるといったら、それしかないの

です。だからそのために、私が聞いているのは、豊

後高田市長として、どういう形でこの３市の正副管

理者会議に臨むかということを聞きたいのです。今、

あなたのほうが、自分はこう考えるというのは、こ

の席では初めてありましたね。それはごみを搾って、

もっと経費の負担を安くすると、70トンということ

ばはなかったけれども、大体今まで広域圏での議会

を傍聴していますから、聞いていますけどね、そう

いうことでしょう。 

 ところが、私が心配をしているのは、そのことで

１年間やってきたけれども、宇佐の市長と一致しな

いわけでしょう。このことで一致しないわけでしょ

う。だから、それを今、佐々木市長流のことなのだ

けど、私が３月議会で言ったのは、今度は執行部、

副市長や教育長や、関係課長も一致しているのか、

これが一番いいのだということになっているのかと、

なってないでしょう。議会でも一度も相談がないで

しょう。広域圏に３人議員が出ているけど、この問

題についても３人の議員も議論がないと聞いていま

すよ。 

 だから私は、プラス自治会代表も含めて、佐々木

市長が考えている今の私案がこれしかないと、これ
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が一番いいというような、それで結構なのですよ。

私はもっと詳しく聞きたい、科学的に聞きたいでしょ

う。だからそれがいいのなら、豊後高田市の意思と

して佐々木市長が胸を張って、是永市長、これしか

ないのだというふうな話をすれば、全て話ができる

けど、今の話ではもうお２人ではかみ合わない形に

なっているでしょう。これが続けば続くだけ、いつ

までたったら方針が出るのかとなったら、被害を受

けるのは住民なんです。そうでしょう。まだオリン

ピック終わるまでは資材は上がりますよ。オリンピッ

クが終わるまで工事が始まらんというのなら、これ

は困りますよ。 

 だからやっぱり、豊後高田市としてこういう方向

でいきたいのだという意思統一をして、正副管理者

会議に臨むということにならないですかね。その意

思はないですか。そうすれば佐々木市長すごいです

よということになりますよ。 

○議長（安達 隆君）  市長。 

○市長（佐々木敏夫君）  今のお話ですが、土谷議

員さんに答弁した内容もありますし、また高田から

出ておる議員さんとも充分、いろいろな面で協議も

しております。そういう意味で、いい方向が見出せ

るのではないかなと期待をいたしておるところであ

ります。 

 もうしばらく時間を欲しいと思っております。 

○議長（安達 隆君）  大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  もう１回しかできませんが、

なんで１年間行き詰っているのですか。正副管理者

間で一致できないという点の一番争点は何なのです

か。どうしたら、それを今のまま言ったら、さっき

私はアメリカと北朝鮮の話をしましたけど、もう敵

対関係から、やっぱり対話でものを片づける、戦争

から平和の方向に進んでいるのですよ。 

 ごみの問題はそれ以上に、市民にとっては大事な

問題ですから、早く一致してもらわんといかんと思

うから、意見を述べているのです。だから私は、市

民代表、自治会の代表も含めて、議会も入って、検

討委員会を設けて豊後高田市としてはこうする方向

だと、佐々木市長はそういう方向で頑張ってくれと

いう方向で、市長が正副管理者会議に臨めば、本当

に堂々と意見を述べられるのではないですか。その

方法しかないのではないのですか。今の対立点は何

なのですか、対立点も今のままで、あなたの考え方

を変えないまま、佐々木個人でこう考えただけでは

進まないのではないですか。 

○議長（安達 隆君）  市長。 

○市長（佐々木敏夫君）  この１年間述べてきたと

いうことは、執行権者である是永市長の思いもあっ

て、２月19日に可決されるものと信じておって、議

会に諮ったのではないかと思っております。その結

果は、ご案内のとおり否決という結果になって、そ

の中で、ことしの４月24日が初めての会合がなされ

たと。その中で、５月11日に提案すべき５号議案が

提案されなかったということで、改めて執行権者と

しても歩み寄りの方向ができるかもという期待もい

たしております。そういう意味では、私の考えをそ

のまま押し通すことではなく、議会とのご意見、議

会との充分な議論を踏まえて対応してまいりたいと、

こういうふうに思っておりますので、もうしばらく、

時間を貸してほしいと思います。 

○議長（安達 隆君）  大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  時間がありませんので、次

に行きます。なるべく早く解決をしてもらいたいと

いうことで、意見を述べておきます。 

 次は、障がい者のことで、市独自の条例の制定と、

市独自の重度障がい者に対する他市が実施している

ような、タクシーに対する補助金制度をつくったら

という質問なのですけど、今はるる答弁が課長から

ありました。実は今、わたしどももアンケートをとっ

ておりますけれども、この中に、うちはいっぱい書

いているけど、うちは精神障がい者で、いろいろと

心ないことをいわれておりますという形で、何とか、

いわゆる部落差別の解消については特別扱いしてい

るけど、やっぱり障がい者も一つの差別を受けてい

るのです。 

 だから県も条例をつくった、国も法律を定めたの

です。だから豊後高田も、やっぱり条例をどういう

ものをつくるか審議することも非常に大事な過程な

のですけれども、これを市民に周知することによっ

て、障がい者に対する差別を解消すると、障がい者

に対してどういう支援をしていくかということもみ

んなで知恵を出し合って、もう佐々木市長にかわっ

たのだから、永松市長時代よりもっとやらにゃいか

んと思うのです。 

 よって、市長に聞きたいのだけど、やっぱりその

条例も早くつくると。大分県でこの助成制度がない、

タクシー助成がないのは、あと高田以外では竹田市

と由布市だけなのですから。遅ばせながら、宇佐市

もつくったのですから。高田でもつくるという方向

で何とか、せめて遅くとも来年度には何とかめどを
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つけるということで、市長前向きの議論をするとい

う考えはありませんか。 

 （「議長、時計とめてください。」と呼ぶ者あり） 

○議長（安達 隆君）  しばらく休憩します。 

午後１時25分 休憩 

午後１時26分 再開 

○議長（安達 隆君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（植田克己君）  それでは、大石議

員の再質問にお答えします。 

 まず、条例制定につきましては、先程ご答弁申し

上げましたとおり、引き続き自立支援協議会を通じ

て議論を深めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 また、タクシー券の助成につきましては、宇佐市

を含む７市１町につきましては、現在、タクシー助

成を行っておりますけれども、私どもが給付をして

おります福祉手当などは実施をしておりませんので、

そういったのも含めて、やはりニーズにマッチした

福祉給付となるように議論を深めてまいりたいと、

そういうふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  もう時間がありませんので、

次、高齢者対策についてに移ります。 

 これは佐々木市長になってから２回、同じ質問を

しているんですけれども、特に高校までの医療費と、

中学までの給食代無料化を実施したことで、多くの

高齢者の皆さんから、今度は高齢者の番だと、佐々

木市長にかわったから、今度の敬老会については敬

老祝い品が変わるんじゃないかという期待、前回に

もありました。今度もいろいろと意見があります。 

 よって、どういう事業をやったかということで一

覧表を出してもらいましたけど、13事業をやってい

る、市独自の高齢者対策、13事業あるんですけれど

も、この資料の中では、佐々木市長にかわってから

こういう新しい事業をしたということがまだ記載さ

れてないんですよ。 

 よって、私は、一つでも二つでもいいですよと、

財源の問題もありますけど、問題は気持ちの問題な

んですよ。長い間、社会のために働いてこられたお

年寄りに対してね、何とかしてあげようと、佐々木

市長はちょっと違うぞというところを見せてほしい

んですよ。でないと、何か土木工事は熱心だという

のが選挙前にばーっと広がっとったでしょう。ため

込み金は土木で使ってしまうんじゃないかというよ

うな話もありましたからね。そうじゃないと、高齢

者に優しいということを示すためにも、何らかの方

法をとるように新年度予算に出したらどうかという

提案をしておったんだけど、何も出てこなかったん

ですね。 

 だから、この段階で市長としては、これだけ子育

て支援では評価を受けておるんだから、今度は高齢

者、先程、私は障がい者のことを言いましたけど、

今度は高齢者をやるということで何とか姿勢を示し

てもらえんでしょうか。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  社会福祉課長、植田克己君。 

○社会福祉課長（植田克己君）  高齢者対策につい

てのご質問にお答えします。 

 市独自の高齢者支援についてですが、現在、ケー

ブルテレビの年間使用料１万5,552円を無料にすると

ともに、昨年度オープンしました玉津東天紅での映

画も半額の500円で鑑賞できるように助成を行ってお

ります。 

 また、大分合同新聞社主催の文化講座や市民講座

の受講料なども、市で助成することにより、半額に

させていただいております。あわせて、敬老月間に

開催しております大衆演劇公演を無料でご観覧いた

だくなど、高齢者の皆さんが生きがいづくり、楽し

みづくりをするための、他市にはない、本市の特徴

を活かした独自の支援をさせていただいております。 

 また、栄養バランスの不足、閉じこもり解消のた

め、昨年７月から新たに開始いたしました高齢者会

食サービスも、真玉、香々地においても実施するこ

とといたしております。 

 さらに、高齢化率の高い本市にとっては、高齢者

の負担を軽減し、きめ細やかな優しい取り組みも必

要でありますことから、予約制乗合タクシーの試験

運行も７月から開始予定としております。 

 このように、高齢者の皆さんが健康で長生きし、

楽しく暮らしていけるよう、資料でも提出させてい

ただいておりますが、いろんな高齢者対策に取り組

んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  議長、今の答弁を聞いてど

う思いますか。私は冒頭に、質問の趣旨を理解して

いただいて、まともにかみ合った答弁を求めている
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んですよ。今みたいな答弁、資料が出とるから全部

わかっておるんですよ。これまで聞いてきたことな

んだ。そんなこと聞いてないですよ。今、新しい問

題なんですよね。高齢者の問題、今まで２回やりま

した。きょう３回目なんですけれども、新しい問題

で市長が子育て支援で大きな成果を上げているから、

今度は高齢者の番だから、高齢者に向けて、来年度

でもいいから、何とか新しい事業をやらないかと、

市長の考えを聞いているんですよ。今までこれだけ

やっているんだからと、こういう説明を求めたんじゃ

ないんですよ。もう時間の無駄ですよ。 

 そこで、市長に聞きます。けさ、私、会議録を読

んでみました。去年の初議会で同じ議論をしたんで

す。高齢者対策に取り組んだらどうかということを

ね。その時に最後には、どういうふうに私がことば

を言っているかというと、何らかの高齢者対策、新

年度事業で一つか二つでも市独自の事業を取り組ん

でもらいたいんだと。市長が考えさせていただきま

すと答えたんです。 

 去年の９月議会ではね、全県下、18市町村全部調

査をいたしました。その結果、敬老会に対するお祝

い品、これが全部わかりました。その中で私が会議

録に書いてあることを見ますとね、100歳になったお

祝いは、合同新聞にも載りますが、佐々木市長が座

布団を届けるわけよね、うちはね。もう長い間、倉

田市長時代からですよ、これはね、同じことが続い

ています。しかし、よそを調べてみたら、100歳になっ

たら10万円のところが杵築、別府、佐伯、５万円の

ところが中津、３万円のところが宇佐、あとほとん

どは２万円なんですよ。座布団だけなんていうのは

豊後高田市だけ、何十年間も続いています。 

 よって、この問題を質問したら、市長は、調査を

して敬老祝い品の見直しをすべきじゃないかと、そ

して市独自の高齢者対策を強めるべきじゃないかと

いう質問に対して、市長は何と答えたと思いますか。

「住民サービスをモットーにしていますが、今後調

査もいたしまして、どういう形がベストなのかも含

めて、考えてみたいと思います」と答えたんですよ。 

 ところが、私がきょうの資料で論評しましたよう

にね、資料は平成29年度までだから、佐々木カラー

が出たものは１カ所もないんですよね。平成30年度

については、電話で予約するタクシーを７月から試

験運転をやろうというのが新しい事業なんですけど

ね。何らかの新しい事業を、もう今年度は無理だっ

たから、敬老会までには敬老祝い品の改善をすると

いうこともありますし、あるいは、あなたのお父さ

んが市長時代につくった85歳以上に対して毎年年間

１万円、現在では１万円だったんですね、敬老年金

制度が続いてきました。今から９年前に永松市長が

突然議会に提案して廃止をしたんですよ。敬老祝い

品についてもそうですよ。70歳、77歳、88歳とあっ

たんですけれども、現在は77歳だけで、70歳の祝い

品も88歳の祝い品も廃止を突然してしまったんです

よ。 

 そういうことを含めて、私は何をやれとは言わな

いけれども、佐々木市長にかわったら高齢者につい

ても、本当に気持ちがようわかった市長じゃなと、

わしたちのことを取り上げてくれたなと言えるよう

にね、何らかのことをやらないかということを聞い

ているんです。市長、答えてください。 

○議長（安達 隆君）  市長。 

○市長（佐々木敏夫君）  高齢者対策についてのお

話でありますが、資料は差し上げておりますし、私

が市長就任して何もやってないというお話ですが、

昨年７月、高齢者会食サービスを実施いたしており

ますし、乗合タクシーの試験運行についても７月か

ら試験運行を開始するということで、具体的に対策

は講じておりますし、先程、課長からお話のありま

したように、他市では見られない高齢者対策も数多

く取り入れておることについてもご理解をしていた

だきたいと、こう思っております。 

○議長（安達 隆君）  大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  市長ね、私の質問を理解で

きますかね。やっていますよと言うけどね、市民は

もっとやってほしいというのが声なんですよ。やっ

てないとは言っていないんです。市長がかわったん

だから、子育て支援はようなったなという声はある

けどね、高齢者にとっても何とかしてくれというの

が声なんですよ。これに今後、もっといろいろ、予

算のこともありますし、どういうことを高齢者が望

んでいるかなども調査をして、今年度の年度途中は

無理としても、来年度についてはひとつやりましょ

うというぐらいな検討はできませんか。そうすると、

市長の株は上がりますよ。なるほど、市民の暮らし

を大事にする、高齢者も大事にするということにな

りますよ。それが市長でないと、できないことなん

ですよ、これは。そういう、市長、政策を打ち出す

ことじゃないんでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  市長。 

○市長（佐々木敏夫君）  先程も申したように、鋭
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意努力しておりますし、また、いろいろな方法もま

た考えていきたいと思いますが、今の段階では、先

程申したように、高齢者会食サービスや乗合タクシー

の、まず身近で。会食サービスについては、課長の

申したように閉じこもり解消や栄養バランス等を考

えて、しっかりしたサービスをということで実施し

ておりますし、また、乗合タクシーについては、従

来のバス乗り場まで出向かなければいけないという

問題点もありますので、そういう意味で、その解消

に向けて、これも現実的に実行する段階になると、

小さな金ではできないと思っておりますし、そうい

う意味では、内容について充分理解をしていただけ

ればありがたいなと、こう思っております。 

○議長（安達 隆君）  大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  時間がありませんのでね、

私が質問しておる趣旨はよくご理解していただきた

いと思いますし、努力してもらいたいと思いますが、

あと、ありますのを全部やりたいんですよ。全部答

弁求めたいのでね、簡潔に答弁していただきたいと

思います。 

 今度は観光問題についてです。 

 市長は、定住人口の増加と観光振興の、この２つ

をやっぱり重点事業として取り上げるということを、

昨年の初議会でるる述べられました。その市長の気

持ちはわかります。その中で、夷谷に３億円かけて、

インド、中国、全国の仏像30体をここにつくって、

やっぱり日本一の磨崖仏の里づくりで70万人の観光

客を呼ぼうという方向を打ち出しましたね、ありま

した。だけん、それは、私は初議会の時に、これは

本当にこれが市の観光振興につながるかどうかも含

めて、検討委員会を設けたという議論をしましたけ

れども、その時に市長は、市長流の検討委員会をつ

くるということで予算を上げておりました。検討委

員会が７人の例えば大学教授や地元の区長なども含

めて委員会が結成されて、４回審議をしているんで

すけれども、４回審議をして答申書が私ども手に入

りまして、ことしの２月ですね、答申が出ておりま

す。 

 これを読んでみましたらね、４回の会議の中で、

市長がこの議会で述べているような、３億円かけて3

0体の磨崖仏をつくって日本一の磨崖仏の里づくりを

するということについて、市長の考え方を支持する

ような意見は、４日間の会議で誰一人からも出てな

いというようにうかがえる文書が配られております。

「市長、それはいいことや」という一言もないです

ね。 

 逆に、答申書、答申書というのは四、五ページし

かないんですけれども、答申書をよく読んでみまし

たら、夷谷に磨崖仏をつくる市長の公約云々と書い

てますね。結論的にいいますと、夷地区における磨

崖仏造立に係る問題点ということで３つ上げている

んですよ。 

 その一つが、夷地区は瀬戸内海国立公園及び国東

半島県立自然公園にかかっていると、貴重な自然景

観を壊すべきでないというのが一つの問題点ね。 

 ２つ目は、現在、夷谷の中山仙境は県の名勝に指

定されており、今後、夷谷は国の名勝への昇格を目

指している。これはもう答申が出ましてね、ことし

の秋にはここの中山仙境と夷谷が国の名勝に決定さ

れます。間違いないですね。そこで何と書いてある

かといったら、そういう公的な認定を有効活用すべ

きであるとなっているわけね。 

 ３番目は、巨大仏像群等の造立は、全国の事例か

ら、観光振興の起爆剤とはなり得ないと。豊後高田

市には日本最大級の平安仏、磨崖仏がある。本物志

向の現在において、新たな巨大仏像等は誘客促進に

は向かないと、逆にマイナス効果が大きいですよと

いうことを指摘しとるわけですね。 

 最後に、まとめのところにあるんですけど、まと

もに一言言うならば、皆さんにお配りをしているこ

の質問通告に入れているようにね、何と書いとるか

といったら、「まとめ、本物志向が強い現在、国内

の他事例を見ても、新たな磨崖仏等の造立による誘

客効果は少なく、逆にマイナス効果が高い」といっ

て、あそこには磨崖仏をつくってはだめですよとい

うのがこの７人の委員会の結論だというように私は

受け取っておるんですが、その後の新聞記事を見ま

したら、佐々木市長はまだやるんだと言っているか

らね、まだ現在も、やっぱりこういう指摘があって

もやるということなんですか。 

 私は、質問としては１番と２番を入れかえてもらっ

て、１番のところでは、やっぱり今言いたいのは、

これに基づいて磨崖仏の構想は諦めるべきじゃない

かというのが一つですね。 

 ２つ目には、田染の小崎地区が国の農村景観、重

要文化的景観として認定を受けるね、それから宇佐

市を含めて国東半島が国の農業遺産に選定をされる、

そして長岩屋耶馬や無動寺耶馬が国の名勝になれば、

今度は鬼の里「くにさき」と一緒になって豊後高田

も国の文化財に指定されるし、改めて中山仙境と夷
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谷が国の名勝に格上げされることになったんですよ

ね。 

 だから、こういう公的に国が認めるような景勝地、

六郷満山文化あるいは古いものが残される、どこに

もないような奇岩が連なるような岩山の連峰ですね、

そこに鬼が宿ったという伝説があるなど、もう国東

ではないという、こういう豊かな自然や六郷満山文

化などを活かして、どこにもないような形でやっぱ

り観光振興を、ここを目玉にやるというほうが得で

はないかと思うんですね。ただ、「夷谷、夷谷」と

言わなくて、豊後高田市全体だけじゃなくて、国東

や杵築あるいは宇佐も含めて、このやっぱり近隣市

町村と一緒になった観光振興をやることのほうが、

これは佐々木市長の名前が後世に残るんじゃないで

しょうか。本当の観光振興になるかと思うので、そ

の点の市長の見解を求めます。 

 鬼が仏になった里「くにさき」についてもね、２

番目に上げておるけれども、そういうことも含めて、

同じ答弁でいいですから、そういうことで、それを

活かしてやってもらいたいということと、３番目に

は、この報告書は、ただ市長が考えているような30

体の３億円かけるような石造、磨崖仏をつくるんじゃ

なくて、こういう方法をやれということもいっぱい

書いているね。別府大学の生徒もよく勉強していま

す。全部読んでみましたけどね。この中で、取り入

れたら豊後高田の観光はすごくなるなというような

ことがありますね。できるか、できんかは、今から

ですから。 

 だから、その中の一つが、最先端のデジタルなど

を使って、インドから中国、シルクロードを伝わっ

て、この一番東の端が国東だというこのルートなど

もデジタル映像で見せるような、この報告書の中で

は六郷満山バーチャル博物館、仮称なんですけど、

つくったらどうかという提案があります。そういう

ことが検討されるのかどうか。 

 それから、もう一つは、市の歴史博物館の整備に

ついてというのを上げました。これも時間がないか

ら、もう簡単にしますけれども、ある識者から手紙

が届きまして、豊後高田にはよそにあるような市の

歴史博物館がないじゃないかということで、どこか

につくったほうが、これは後世に残りますよという、

すごい指摘がありました。そういうことも検討でき

るかどうか、これが観光にもつながっていくんじゃ

ないかと思いますが、市長の見解を求めます。 

○議長（安達 隆君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  観光振興対策についての

ご質問の内、夷谷の磨崖仏の里づくりについてお答

えをいたします。 

 私は、夷谷に国東半島の特徴である磨崖仏等の石

造群を整備し、香々地地域に70万人の誘客を図るこ

とを公約の一つとして掲げ、その実現に向けて取り

組む取り組みの一つとして、有識者で構成される検

討委員会を設置し、２月下旬に答申書を提出されま

した。検討委員会からの答申書では、議員のご案内

のとおり、単に巨大仏像を造立しただけでは誘客効

果がない、また国の名勝に指定された天念寺、無動

寺、そして夷谷の耶馬と呼ばれる奇岩、秀峰などの

自然景観、そして日本遺産に指定された神仏習合の

特徴ある六郷満山文化を活かして、ほかがまねでき

ない誘客促進を図るべきであると述べられています。

 私は、この答申書の提言に沿って、この地域の特

徴的な自然景観と仏教文化を活かした誘客促進事業

を進めてまいりたいと思っております。 

 今日では、文化庁の考え方も従前の保護・保存中

心の文化財行政から、これをいかに活用するかとい

う方向へ軸足を移してきたところであります。今回

の日本遺産の認定も、その一つであります。そのよ

うなことから、私は、学びの石造文化として石造群

を整備し、仏教文化伝来のルーツはもとより、今回

の日本遺産の指定となった鬼が仏になった里「くに

さき」も、石造群から学べるようなものとして整備

したいと考えております。こうしたことから、夷地

区はもとより、国東半島全体の地域振興、観光振興

につなげてまいりたいと考えております。 

 具体的に提言書にもありますように、近年、耶馬

と呼ばれる地域では、樹木が繁茂し過ぎて、岩山が

見えにくくなっておりますので、昔の景観を復活さ

せるべく樹木の伐採を積極的に進めてまいりたいと

思います。 

また、東夷の一路一景公園の横を走る県道小河内

香々地線はカーブが多く、そののり面はほとんどモ

ルタル吹きつけとなっておりまして、景観上もよい

とは思っていません。私は、一路一景公園から真玉

との境界付近までの県道沿いののり面に仏教伝来に

まつわる石造群を整備して、六郷満山文化のルーツ

を学べるとともに、あわせて景観向上を図ることで

も誘客促進につなげていきたいと思っております。 

 また、バーチャル博物館につきましては、相当額

の建設費と運営費も必要と思われますので、具体的

な手法について、今後、慎重に検討を重ねてまいり
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たいと思っております。 

 先程申し上げましたが、日本遺産に認定された特

徴ある六郷満山文化、鬼が仏になった里「くにさき」

の国の名勝指定を受けた天念寺、無動寺及び夷谷と

いった、ほかの地域がまねできない地域資源を活用

し、近隣の自治体とも連携しながら、観光振興に取

り組んでまいりたいと思っておりますので、よろし

くお願い申し上げたいと思います。また、この地域

は、瀬戸内海国定公園等、また景勝地の指定の範囲

には入ってないことも申し添えておきたいと思いま

す。 

 議員各位のご理解をいただき、協力をお願い申し

上げて、答弁にかえたいと思います。ほかについて

は担当課長から答弁をさせます。（○18番（大石忠

昭君） ちょっと議長、いいですか。議事進行で短

くお願いします。答弁を短く。） 

○議長（安達 隆君）  文化財室長、板井浩君。 

○文化財室長（板井 浩君）  私のほうから、観光

振興対策の内、歴史資料館の整備についてのご質問

にお答えいたします。 

 議員ご指摘のように、本市には郷土の歴史・文化

に関する資料を展示する、また公開する施設はござ

いません。また、仮に歴史資料館のような施設を新

たに整備する場合、かなりの建設費用を要する上に、

整備費、整備後の人件費や光熱費、展示費などの維

持管理に係る相当の負担を考えますと、新たな施設

整備を行うことは現時点では困難であると考えてお

ります。 

 しかしながら、市といたしましては、少しでも多

くの方々に実際に現地に訪れて、豊後高田の歴史・

文化を感じてもらいたいと考えておりますので、先

般認定を受けました日本遺産を始め、市内の文化遺

産をめぐる仕掛けづくりに、これまで以上に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 また、日ごろ見られない資料などにつきましては、

県立歴史博物館の協力を仰ぎながら、市立図書館な

どにおける展示なども検討するとともに、市民の皆

さんに郷土の歴史の魅力を伝える現地見学会や市民

講座なども充実していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  あと４つ質問したいんです

けども、時間がちょっと足りないようなのでね、４

番は、もしあったらやりますけど、ちょっと省きま

す。 

 ５番の旧市役所跡の公園について、だんだんでき

るに従って、多くの市民からね、今の状況では、夏

は暑いし、冬は寒いし、誰が使うんかえという声な

んですよね。実際に私が聞き取りの時に、今、木が

３本、桜の木が植わっているけども、あとは何ぼ何

でももうちょっと大きな木が３本、５本、木陰がで

きるような木を植えんといかんのじゃないか。それ

以外に木は植わってないで、枠だけできちょるんで

すよね。あの枠をつくっているような、木を植える

ところに枠があるというのは、高田の公園ではあそ

こが初めてなので、これこそ無駄遣いじゃないかと

思うんだけどね。 

 聞きたいのは、何とか市民が広く使えるような見

直しができないのかね。資料をもらったら、これ、

さっき読んでみたら、永松市長時代の計画と、佐々

木市長にかわった見直しで２億円、今度は安くなっ

たとなっているんですよ。だけん、どの部分が安く

なったのかと分析してみたら、大型遊具をつくらな

いというだけになっておるんですね。大型遊具はつ

くらないでいいけど、２億円安くなったって、すご

いことなんだけどね、だけど、誰も使わないような

公園をつくったんじゃ意味がないと思うんですよ。

もう少し市民が使えるような見直しができないのか

どうか、市長の見解を求めます。 

○議長（安達 隆君）  建設課長、永松史年君。 

○建設課長（永松史年君）  それでは、市役所跡地

の公園整備についてのご質問にお答えします。 

 公園整備につきましては、現在、11月の裸祭りま

での完成を目指し、周辺の道路整備とあわせ、急ピッ

チで工事を行っているところであります。議員ご質

問の暑さ寒さ対策についてでございますが、基本的

に公園は屋外施設でありますので、根本的な対応は

困難であると考えております。公園の使用に当たっ

ては暑いときは無理をせず、街路灯も設置していま

すので、早朝や夜涼しくなってから利用していただ

き、また寒いときには、日中の暖かい時間帯などに

ご利用していただければと思います。 

暑さ対策としましては、木陰や芝生広場をつくる

ことにより暑さの軽減を図ることができると考えら

れるため、現在、あずまややパーゴラなどの休憩施

設のほか、植栽の配置や本数をふやし、休憩ができ

る木陰をふやしていきたいと考えております。 

 なお、本公園は、市民の皆様の憩いの場となり、

またジョギングや軽運動のほか、イベントなども行

えるオープンスペースとしてご利用いただけるよう
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整備を進めていますので、現計画において健康器具

などの施設については考えておりません。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  大石忠昭君。 

○18番（大石忠昭君）  時間があと２分55秒になり

ましたので、次のスポーツ施設について質問したい

と思うんです。 

 書いておりますように、真玉の大村地区に大村グ

ラウンドと旧小学校の跡地があります。実はアンケー

トに対して、ここで今まで子どもたちが遊んでおっ

たんだけども、今はその子どもの遊び場が、写真が

あるんですけれども、ヒマワリ園に変わってしまっ

たと、何とか子どもの遊び場としてとありますし、

大村グラウンドについても草がぼうぼうじゃないか

と、ここにサッカー場や野球場などをつくってもら

いたいんだと、これは多くの保護者の声なんだとい

う投書が来ました。 

 ご承知のように、その近くには今回用地を買収し

て移住者向けの無償の住宅をつくる計画が進んでお

りますが、それとの関係から見ても、あの地域にこ

ういう子どもたちのサッカー場だとか野球ができる

場所を確保するというのは大事じゃないかと思いま

すが、市長の見解を求めます。 

○議長（安達 隆君）  教育総務課長兼地域総務一

課長、安藤隆治君。 

○教育総務課長兼地域総務一課長（安藤隆治君） 

 それでは、議員ご質問の大村グラウンドや旧真玉小

学校跡地に少年サッカーや少年野球のできる施設を

整備してはどうかということについてでありますが、

現在、市内にはスポーツ少年団としてサッカーのチー

ムが１チームと野球の６チームがありまして、どの

チームも市内の既存のスポーツ施設や学校のグラウ

ンドを使用して練習等を行っており、特に施設が不

足している状況ではないと考えております。 

 なお、議員の言われる大村グラウンドにつきまし

ては、県指定の施設となっており、他の施設として

整備することは困難でありますが、現状のままでボー

ルを蹴ったりとか、キャッチボールをするぐらいの

ことは問題ないと思いますので、今後とも草刈り等

を実施してまいりたいと思いますので、ご理解をお

願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  財政課長、飯沼憲一君。 

○財政課長（飯沼憲一君）  真玉大村地区の小学校

跡地とグラウンドの部分についてお答えをいたしま

す。 

 小学校跡地のグラウンドは、平成22年度からグラ

ウンドゴルフの競技団体と使用貸借契約を締結して

おります。利用状況といたしましては、１年間を通

してほぼ毎日グラウンドを使用されていると聞いて

おりますので、その団体にとりましては健康増進並

びに交流の場として大いに活用できているものと思っ

ております。 

 先程ご案内のヒマワリのことなんですけれども、

最近植えられたことは私どもも把握いたしておりま

す。聞いたところ、グラウンドゴルフはコースが周

りにつくられておりまして、ぐるっと回るような感

じで、真ん中は使わないので、そこの部分をコース

の一部として鑑賞にもできるということで、コース

の一部としてヒマワリを植えているというふうに伺っ

ております。環境の美化の観点から整備されたよう

で、利用者の団体にとってはよかれと思ってやった

ことであり、また真玉体育センターの利用者等も観

覧されている方もいるというふうに伺っております。 

 以上でございます。 

○18番（大石忠昭君）  議長、時間が足りませんけ

ど、ルールを守って終わります。 

○議長（安達 隆君）  一般質問を続けます。 

 １番、安達かずみ君の発言を許します。 

 安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  議席番号１番、公明党の

安達かずみです。通告に従って質問いたします。 

 本市の国際化は、県内では別府市に次いで２番目

です。現在、市内には400人の外国人の方々が住んで

働いているそうです。来年からは外国人技能実習生

の受け入れも始まります。本市を訪れる外国人観光

客もふえているとお聞きしました。最近の国東半島

の注目を浴びる国指定や認定もふえ、来年のワール

ドカップ、2020年のオリンピックと、まだまだ海外

からの観光客もふえます。県内国際化１位の別府市

はＡＰＵもあって、本市とは外国人の規模の違いは

ありますが、国際交流会館もあります。 

本市では、外国人に対応する窓口、また国際交流

を促進するための取り組みはどのように考えておら

れるのか、お聞かせください。 

○議長（安達 隆君）  地域活力創造課長、川口達

也君。 

○地域活力創造課長（川口達也君）  それでは、国

際交流の促進についてお答えいたします。 

 現在、本市におきましては、先程、議員ご指摘の

とおり、就労関係を中心に多くの外国人の方が本市
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に住まれております。また、昭和の町などにおきま

しても、アジア諸国の方を中心に多くの観光客が訪

れるようになっております。 

本市における国際交流の取り組みといたしまして

は、地域活力創造課におきまして、市民の皆さんに

他国の歴史や文化に触れて知っていただくことで国

際的な感覚を養う中、国際化を推進することを目的

に各事業を実施してきております。 

 具体的には、留学生による市民を対象にした自国

の料理や文化紹介による異なる文化との出会いや体

験教室の実施。 

留学生を対象に農村生活の体験や文化財めぐりな

ど、日本ならではの生活や文化に接してもらうとと

もに、その中で感じたことを情報発信してもらう体

験事業の実施。 

昭和の町などにおけるイベントに合わせまして留

学生による自国の料理提供や、舞踊など伝統文化の

披露による交流フェスティバルの実施などの取り組

みを行ってきているところです。 

 今後も社会的なグローバル化が進む中、機会ある

ごとに市民の皆さんに気軽に他国の文化や歴史に触

れていただく場づくりに努めていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  今後の本市の国際化を考

えると、観光で訪れたにせよ、研修生として３年間

いたにせよ、外国の方が自国に帰られた時に、豊後

高田市は人もまちも本当にいいところだったと言っ

てもらわなくてはなりません。また、これから先、

外国人の就労期間は確実に伸びていきます。そうな

ると、奥さんや子どもを呼び寄せて本市で暮らし始

める人も出てくるでしょう。働いている人は雇用主

が面倒を見ても、その家族は孤立するということも

懸念されます。その人たちの病気や災害時などの困

りに対応し、情報を提供してくれる、ここに行けば

同胞に会える、相談も受けてもらえる、日本語も学

べる、そのような場所が絶対に必要になってくるで

しょう。 

 本市の住民の中には、留学経験者、外国への赴任

経験者もかなりおられると認識しております。英会

話や韓国語教室で勉強されている方も相当数おられ

ます。こういう方々を始め、国際交流に興味があり、

外国人との交流を望んでいる人も少なくないと思い

ます。しかし、その拠点づくりやイベントなどの仕

組みづくりは、行政がしなければ、できるものでは

ありません。であれば、窓口になる所管の専門部署

は、片手間でできるものではありません。本市の職

員の中には優秀な方がたくさんいらして、外国語に

堪能な方もいらっしゃいますと思います。担当部署

にたくさん配属する必要はないと思います。ただ、

専任の部署をつくる時が来ていることは間違いない

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  市長。 

○市長（佐々木敏夫君）  私から、国際交流の所管

課設置について再質問にお答えいたします。 

 本市では、効率的な行政を目指す中で、地域活力

創造課を市民の国際化の担当と位置づけた上で、国

際交流を専任する所管課を設置するという手法では

なく、基本的にはそれぞれの課で所管する業務につ

いて必要な国際化などの対応に当たってまいりまし

た。 

 その一例として、商工観光課においては、外国人

技能実習制度の導入に向け、外国人の本市での生活

支援等に当たるため、本年度、ベトナム語で通訳で

きる地域おこし協力隊を任用する予定でございます。

 また、総務課では、職員研修の一環として、平成2

8年度から平成29年度にわたり、希望者への英会話研

修に取り組んだところでございます。 

 外国人技能実習制度やインバウンドなどにより、

外国人の就労や交流人口の増加が予想される中、市

民から求められる国際交流のあり方も変遷すると考

えられます。これからは担当課の業務内容も、これ

までの異業種・異文化交流を主体としたものから、

市民との横のつながりを構築する交流の場づくりへ

の変化が定住を促進する上で重要になるものと思わ

れます。 

 議員からご提案いただきました国際交流の所管課

につきましては、本市の行政規模などからして、専

任する組織を設置することは難しいわけでございま

すが、将来的な課題として認識いたしたいと思いま

す。その上で、市民の相互交流を促進するため、担

当課を始め、それぞれの課においてグローバルな視

点による共生のまちづくりに、現在できる範囲で取

り組んでまいりたいと考えております。よろしくお

願いします。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  大分県としては、ことし

２月23日、国際政策課主催で開かれた国際交流担当

者会議で、県内の全ての自治体に国際交流協会の設
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置を要請しています。専任部署がなくてはさらに難

しい内容ですが、あわせて、そちらの取り組みもぜ

ひ進めるべきだと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 次に行きます。公明党は現在、国会議員から地方

議員約3,000人の全議員で100万人の訪問調査運動を

実施し、アンケート調査を行っています。その中で、

地域包括ケアシステムをご存じですかという質問に

対して、90％ぐらいの人が「知らない」、「聞いた

ことがない」と答えられます。この地域包括ケアシ

ステムとはどういうことなのか、一般の方にわかる

ように概要の説明をお願いします。 

 また、国の地域包括ケアシステムの方向性と、現

実に本市で取り組んでいる内容には、違いがあると

思いますが、現在の本市におけるシステムの内容と、

今後どのように展開していこうとしているのかにつ

いてお伺いします。 

○議長（安達 隆君）  保険年金課長、大久保正人

君。 

○保険年金課長（大久保正人君）  それでは、地域

包括ケアシステムについてのご質問にお答えいたし

ます。 

 地域包括ケアシステムとは、高齢者が住みなれた

地域で暮らし続けられるよう、医療、介護、介護予

防、住まい、生活支援が一体的に提供される仕組み

のことです。 

本市の取り組み状況ですが、地域包括支援センター

を総合相談支援窓口として、適切な支援・サービス

を切れ目なくつなげて対応しているところでござい

ます。 

 医療と介護については、高齢者が入院した時から

在宅生活を視野に入れた支援を行うことで、退院後

に自宅で必要な介護サービスなどをスムーズに受け

られるよう、病院とケアマネジャーが情報を共有す

るための入退院時のルールづくりなど、さまざまな

取り組みを実施しております。 

 介護予防では、高齢者の皆さんに介護予防・日常

生活圏域ニーズ調査を実施し、このままの状態が続

くと、要介護状態となるおそれが高いと判定された

方々に、介護予防教室のご案内をしています。そし

て、教室参加の希望がなかった方には、地域包括支

援センターの職員がご自宅を訪問して、参加促進に

努めております。さらに、これまで高田、真玉地区

の２つの事業所で実施していました元気アップ教室

を、平成30年４月より香々地地区においてもスター

トし、市内全域へと拡大して、さらなる介護予防の

推進を図っています。 

 住まい、生活支援につきましても、高齢者等住宅

改造助成事業や配食サービスなどのさまざまな支援

を提供しているところでございます。 

今後におきましても、本市の高齢者保健福祉計画、

第７期介護保険事業計画に基づき、地域包括ケアシ

ステムの深化・推進を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、市民の皆様への周知につきましては、市報

やケーブルテレビ、チラシ等を使って実施してまい

ります。また、医療と介護につきましては、10月に

在宅医療・介護連携をテーマとした市民公開講座を

開催する予定にしております。このほかにも、市民

の皆様へ適宜、本市の取り組みの中で周知してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  できるだけ長く住みなれ

た場所で生活し、介護が必要にならないよう自分も

努力し、行政もそこを応援しましょう。もし心配な

ことがあったり、お困り事があれば、地域包括支援

センターに相談してください。簡単に言えば、こう

いうことでしょうか。 

 であるならば、やはり入院したら、そこから地域

包括ケアが始まるのではなく、元気な人でもいつお

困り事が起こるかはわかりませんし、若い人がご自

分の親御さんの心配事を相談したい時の窓口にもな

ると思うので、地域包括支援センターの存在は、誰

もが知っておかなければなりません。サロンや体操

教室に行ける人にはそういう情報も入ってくるでしょ

うが、そういう場所が歩いて行けるところで開催さ

れていない地域も、まだたくさんありますし、人の

集まる場所が苦手で、行きたくないと言われる方も

います。しかし、そういう人こそ地域包括支援セン

ターを知ってもらわなくてはならないのではないで

しょうか。 

 実際、私が訪問したお宅で、このような方がいらっ

しゃいました。ご兄弟お二人で暮らしておられる方

で、弟さんのほうが少し認知があるようだとお兄さ

んが心配されていました。その方も地域包括支援セ

ンターを知らないとお答えになりました。先程の答

弁では、市報やケーブルテレビ、チラシ等を使って

周知に努めるとのことでしたが、今、行政のアウト

リーチが盛んに言われていることでもありますし、
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できることなら、職員みずから特に不便な地域でお

住まいのお宅を訪問して、困ったことがないか、も

しもの時は地域包括支援センターに連絡するように

と、電話の横にでも置けるか、張れるようなステッ

カーとかシールを持ってお知らせに行くこともぜひ

していただきたいと思います。 

 次に行きます。５月に社会文教委員会は伊賀市に

ＬＧＢＴ（性的少数者）のことです、とアライ（こ

れはＬＧＢＴ当人ではないけれども、支援をします、

理解者です）ということですけれども、このＬＧＢ

Ｔとアライの取り組みの視察に行きました。伊賀市

にＬＧＢＴ当事者からの要望があったわけではあり

ませんでしたが、市長の判断でパートナーシップの

制度を導入し、同性愛のカップルの認知と、生活上

の困難の解消を進めると同時に、性的少数者を理解

し支援するアライの取り組みも行っていました。 

 パートナーシップの制度とは、簡単に言うと、同

性愛の方たちの婚姻届のような宣誓書を市が出して

いて、パートナーが病気になった時に市立病院では

家族として認められる、市営住宅に家族として入れ

るなど、独自の制度を設けています。13人に１人い

ると言われる性的少数者、ＬＧＢＴの方々が孤立せ

ず、つらい思いをせずに暮らしていけるようにする

ことは、そのまま多くの人が暮らしやすい社会でも

あります。本市のＬＧＢＴ、またアライに対して取

り組んでいることがあったら、お聞かせください。 

○議長（安達 隆君）  人権・同和対策課長、田染

定利君。 

○人権・同和対策課長（田染定利君）  それでは、

ＬＧＢＴ及びアライの方たちに対する支援について

のご質問にお答えをいたします。 

 まず、ＬＧＢＴとは、先程、議員からもございま

したとおり、性的マイノリティー、性的少数者の方

たちを意味することばでございます。Ｌはレズビア

ン、女性の同性愛者、Ｇはゲイ、男性の同性愛者、

Ｂはバイセクシャル、両性愛者、そしてＴはトラン

スジェンダー、心と体の性が一致しない方の英語の

頭文字をとったものでございます。 

最近の全国的な調査では、ＬＧＢＴなどに該当す

る方は人口の５から８％の比率でいると見込まれて

おり、地域や職場、そして学校など、身近にいて当

たり前という結果が報告されております。 

 しかし、ＬＧＢＴなどの当事者の多くは、性的指

向や性自認への誤解や偏見から、社会の中でさまざ

まな困難を抱えて生活をしていると言えます。 

私たちは、こういった性のあり方について、本来、

性は多様なものであるということ、性別は男性、女

性の２つだけに区分することのできないものである

ということを理解する必要があると思います。 

このような性の多様性については、徐々に社会的

な認識が進んでおりますけれども、全ての人が自分

らしく暮らせるまちを実現するためには、性の多様

性を正しく理解していただくための教育、そして啓

発をさらに進めることが重要であると考えておりま

す。 

 これまで本市では、市民の皆様向けには毎年実施

をしております人権週間の人権を考える講演会や、

年間を通じた連続講座として実施をしております身

近なじんけん講座などで講演会を開催したり、市内

各事業所・団体への啓発パンフレットの配布などを

行ってまいりました。あわせて、隣保館にございま

す人権情報プラザ、関連する書籍の充実にも努めて

いるところでございます。 

また、市職員向けには、昨年度、各課単位で実施

をしております職場内研修におきまして、年間のメー

ンテーマとして取り組み、全職員の意識向上を図っ

たところでございます。 

 また、ご質問のアライについてでありますが、こ

れは先程、議員からもありましたとおり、ＬＧＢＴ

などの当事者でない方が当事者を理解し支援すると

いう考え方あるいはそうした立場を明確にしている

人たちを示すことばでございます。 

 こういった方たちに対する具体的な支援としての

アライステッカーの作成や、ＬＧＢＴの方々への支

援である同性パートナーシップの制度などは、全国

的に見ましても、まだまだ取り組みが始まったばか

りでございます。今後、ＬＧＢＴの方々にどのよう

な支援ができるのか、また、どのような支援が必要

なのか、他の自治体の先進事例等も参考にしながら

研究を進めてまいりたいと考えております。 

 本市では、これまでもあらゆる人権問題の解決に

向けて市民一人一人が正しい知識と理解を深めてい

ただけるよう、人権教育や啓発に取り組んでまいり

ました。ＬＧＢＴなどの性的マイノリティーにかか

わる人権課題につきましても、これからの大きな課

題の一つとして位置づけ、啓発などに取り組んでま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  伊賀市に行ったのは、別
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府の公明党の議員さんが伊賀市に視察に行きました

というお話を聞いたので、行ったんですけれども、

その後、別府市でもそのアライの取り組みをしてい

るというのをお聞きしたので、どの程度のことをやっ

ているのか知りたいと思って、先日、別府市の市役

所に行ってまいりました。 

 別府市では、市役所の市民課と人権課の窓口にア

ライの文字を入れたレインボーカラーのステッカー

を置いています。こういうものですけれども、これ

は伊賀市でもらってきたシールです。レインボーカ

ラーというのが、いろんな色があって、性とは男と

女だけじゃないよという意味だと思うんですけれど

も、大体ＬＧＢＴの意味を示します。それにこのア

ライということばがついていて、「私はあなたたち

を理解しています。支援していますよ」という意味

なんですけれども。 

 もちろん職員の研修は大事です。何でもこれをやっ

ていて、本当によく理解してくれているのかと思っ

たら、全然理解していなかったという状態だったと

したら、それはもう本当にかえって相手に失礼な思

いをさせるので、充分な研修は必要なんですけれど

も、このステッカーを置いてから、ＬＧＢＴの方が

受付に見えた時に大変コミュニケーションがうまく

できるようになったと言われていました。お互いに、

もうわかっていますよねという気持ちの上でお話が

できるというので、スムーズにできるようになった

そうです。 

 また、市役所で取り扱う届け出の際の記載事項の

中に、ほとんど男と女に丸印をつけるところがある

んですけれども、これも別府市では絶対に必要な書

類もあるんですけれども、それ以外のものに男と女、

性別を書くところをもうなくしたそうです。そうい

う配慮もすばらしい取り組みだなと思いました。 

 大分県も、思春期になる子どもたちにＬＧＢＴの

ことを理解してもらうための漫画の冊子を一部の学

年に配布しています。私も一ついただいたんですけ

れども、これ漫画で、ＬＧＢＴのことがよく理解で

きる漫画の本です。 

 ＬＧＢＴに対する広い理解は、ある意味、今、課

長さんもおっしゃられましたけれども、始まったば

かりかもしれませんけれども、時代が求めているこ

となのだなと思います。本市におきましても、先進

市に倣って、できることはぜひ取り入れて取り組ん

でいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に、伊賀市に行った前日に、富士宮市に行きま

した。認知症を地域で支えるという仕組みがうまく

できている取り組みを視察しました。富士宮市では、

認知症サポーター、または認知症患者本人の中から

養成講座の主催者側の講師や企画者になるキャラバ

ンメイトがどんどん生まれています。ですから、毎

週どこかで認知症サポーター養成講座が開催されて

いる状況です。教えることが理解するための一番の

近道であることは、どのような部門でも言えること

だと思いますが、サポーター養成講座の講師に、介

護など専門職の方だけでなく、中学生まで入ってい

るという、まさに全市民参加の認知症対策だと思い

ました。 

 また、認知症になっても地域で今までどおり暮ら

すために、本人同士が集まって大工仕事をしたり、

将棋をしたり、一緒に山登りをしたりといった拠点

もありました。その中で再就職をした人もいます。

認知症の人がトラブルを起こしても、即座にその地

域で認知症サポーター養成講座を開いて、本人の悩

みやつらさなど、生の声を聞いてもらい、理解者に

なってもらったりしています。 

 本市にもたくさんのサポーターがいるわけですが、

ただ一度、講座を聞いただけで、あと何もすること

がなければ、認知症を理解し支えるというところま

で行かないような気がします。先程の甲斐議員の質

問と重なるところもありますが、今後、認知症サポー

ターになった人たちのステップアップや受講後の展

開が必要だと思いますが、どのようにお考えでしょ

うか。 

○議長（安達 隆君）  社会福祉課長、植田克己君。 

○社会福祉課長（植田克己君）  認知症対策につい

てのご質問にお答えします。 

 先程、甲斐議員にお答えいたしましたとおり、こ

れまで3,400人を超える市民の皆さんに認知症サポー

ター養成講座を受講していただいており、その養成

数が人口５万人未満の自治体で全国１位となり、表

彰をいただくことができ、非常にありがたく思って

おります。 

 議員ご質問のステップアップや受講後の展開につ

いてでございますが、サポーターは、認知症に対す

る正しい知識の習得はもとより、家庭や地域、職場

などの身近なところで自分のできる範囲で、よき理

解者としてサポートしていただくことが求められて

おります。あわせて、地域のリーダーとして声かけ

や見守り、受講していない方への養成講座受講の推

進役としての活動を期待いたしているところであり



６月 20 日 

 - 54 - 

ます。 

 しかしながら、その活動を広げていく上では、確

かにステップアップしていただくことも必要であり

ます。そのため、甲斐議員にもご答弁申し上げまし

たが、認知症サポーターよりも一歩進んだ、専門的

な知識や実際のサポーターの活動事例などをご紹介

するスキルアップを図るためのステップアップ講座

の開催なども検討してまいりたいと考えております。 

 また、受講後の展開でありますが、これまでも認

知症などが原因で行方不明者が出た場合を想定して、

捜索のための情報伝達手段や、実際に捜索を行う徘

徊模擬訓練を実施しておりますが、本年度も実施し

たいと考えておりますし、新たに行方不明者情報を

伝達する手段として、一斉メール配信によるシステ

ムを導入する予定としております。 

 このような取り組みにも、認知症に対する理解が

深いサポーターの皆さんにもぜひともご協力をいた

だき、多くのマンパワーにより地域の見守り体制の

充実を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  公明党は、昨年12月に総

合的な認知症施策の推進に向けた提言を政府に提出

しました。提言では、認知症の方のニーズを調査す

るため、本人同士が集い、みずからの体験や希望、

必要としていることを主体的に語り合う場としての

本人ミーティングの必要性を説いています。認知症

の診断を受けると、問題のある人というレッテルを

はられ、ただ支援を受ける人というのでは、日常の

暮らしの中で自主性が失われてしまいます。この本

人ミーティングは、認知症になっても、じっと支援

を受けるだけの存在ではなく、一人の人間として意

思を持ち希望を語っていこうという場です。 

 富士宮市を始め、すでに全国で行われているよう

です。本市の認知症対策の中には、サポーター養成

講座のほかに、この本人ミーティングのような集い

はあるのでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  社会福祉課長。 

○社会福祉課長（植田克己君）  それでは、安達議

員の再質問にお答えします。 

 本市では、現在、議員ご紹介の本人ミーティング

のような取り組みはまだできておりませんが、認知

症になっても住みなれた地域で生活していくために

は、身近なところで支えられております家族の方の

支援も重要であると考えております。そのため、認

知症の人と家族の会大分県支部に委託をいたしまし

て、介護者が同じ悩みを持つ仲間と話し合い、交流

を通して相互に家族同士が支え合える場を提供する

ための介護者の集いを開催しているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  支援を受けるだけではな

いという意味で、認知症の人のリハビリやレクリエー

ションに仕事を取り入れているデイサービスがある

そうです。車の洗車や、野菜の仕分けなど、地域の

企業の協力も得て、認知症の人を社会が受け入れる

取り組みです。認知症は、誰もがなる可能性を持っ

ています。高齢者の世代に団塊の世代がふえる、こ

れからの日本は、認知症になっても、本人のできる

ことやしたいことを語る仲間がいて、ずっと自分を

活かしてくれるという社会にならなくてはなりませ

ん。 

 認知症の診断後、絶望から立ち直って前向きに暮

らしていくための体験、知恵、応援メッセージが掲

載されている本人ガイドという冊子があります。こ

れなんですけれども、これは全日本中の市町村に今

から配られるそうです。これを郵便局、コンビニ、

病院の待合室など、あらゆるところで手に取って見

てもらえるようにすることも、認知症のイメージを

前向きに切りかえ、自分事として身近に考えられる

人や、認知症の人に優しいまなざしになれる人がふ

えていくきっかけにもなると思いますので、ぜひ参

考にしていただけるといいなと思います。 

 ５番目の質問に行きます。６月の市報に、健康応

援店の募集が出ていました。ちょうど１年前に、塩

分控え目、低カロリーの食事を提供してくれる飲食

店について一般質問をしたのですが、あれからどう

なったのかなと思っていたので、うれしいです。い

ま一度、健康応援店をつくる目的と、今回募集して

いる健康応援店について、条件や、なった場合のお

店のメリット、現在すでに応援店になっている店舗

数、今年度の目標などを教えてください。 

○議長（安達 隆君）  健康推進課長、清水栄二君。 

○健康推進課長（清水栄二君）  それでは、健康応

援店についてのご質問にお答えいたします。 

 現在、全国的にも生活習慣病やメタボリックシン

ドロームと診断される人や予備軍が増加しており、

健康志向が高まりを見せている状況でございます。

 このような中、健康を気遣ってくれるメニューや
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食品を提供してくれるお店を必要とする方がふえて

いるとお聞きをしております。 

 本市におきましては、外食等の利用機会が多くなっ

ている生活環境にある中で、市民がより健康的な食

を選択し、食生活改善に取り組みやすい環境を支援

するため、カロリーや塩分を抑え、成分が表示され

たヘルシーメニューを提供する「ぶんごたかだ食の

健康応援店」を推進し、日常生活に不可欠な食の部

門から市民への健康づくりを支援することを目的と

して、平成28年度から取り組んでいるところでござ

います。 

 大学・県の管理栄養士、市の栄養士が連携し、エ

ネルギー660キロカロリー以下、塩分３グラム以下の

ヘルシーメニューの考案や、栄養価計算など指導・

支援を行い、市民の皆さんの健康づくりをサポート

する応援店を認定してきたところでございます。 

 店舗数は平成28年度に５店舗、平成29年度には２

店舗を認定しており、今年度は新規に５店舗の認定

を目標に、応援店拡大に向けて取り組んでまいりた

いと考えております。 

応援店に対しましては、定期的に訪問を行い、ヘ

ルシーメニューの提供内容、販売状況を確認し、継

続した指導・支援を行っているところでございます。 

 今年度も引き続き市報、ホームページ、ケーブル

テレビ等を活用し、本事業の趣旨を多くの事業主や

市民に周知するとともに、県のうま塩プロジェクト

とも連携し、応援店のヘルシーメニューの紹介を行

い、食の健康応援店の利用を広く市民に普及啓発し、

市全体の健康意識の向上を図り、健康寿命の延伸に

向け進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  再質問します。 

 応援店の認定は、そのお店のメニューに１食でも

あれば認定店になれるのでしょうか。それとも、メ

ニューの内、何点か必要ですか。それから、このお

店が健康応援店だとわかる目印のようなものはあり

ますか。また、そのお店の何が減塩ヘルシーメニュー

なのかがわかる表示はするのでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  健康推進課長。 

○健康推進課長（清水栄二君）  それでは、再質問

にお答えいたします。 

 まず、応援店の認定についてでありますが、要件

を満たすヘルシーメニューが１食でもあれば認定を

させていただいているところでございます。メニュー

の選定につきましては、栄養士の指導・支援の下、

既存のメニューをベースにカロリーと塩分を抑える

等、改善されたメニューを開発し、提供していただ

いているところでございます。 

 次に、応援店の表示についてでありますが、応援

店には県から、「うま塩メニュー提供店」ののぼり

旗が配布されております。店舗によっては、設置を

されていない店舗もあるようであります。こういっ

た設置をされていない店舗につきましては、今後、

訪問した際に設置をお願いしてまいりたいと考えて

おります。 

 それから、店舗内におけるメニューの表示につい

てでありますけれども、応援店にはヘルシーメニュー

の掲示用ポスターを配布し、掲示をしていただいて

いるところであります。しかしながら、まだ広く知

られていない状況もありますので、今後は応援店の

方々と相談しながら、まずは本事業を多くの市民に

知っていただき、ご利用いただけるよう取り組んで

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  健康応援店のメリットと

いうのをお答えいただいてないんですけれども、６

月の市報に市のホームページでお店を紹介するとあ

りました。でも、それほどうれしいメリットとも思

えません。これから市民の皆様に健康で長生きをし

てもらうためにも、健康応援店が市内にふえること

はとても重要なことです。飲食店をしている事業者

に自分も応援店になろうと思ってもらうために、も

う少し、なったらお得感を持ってもらう工夫が必要

かと思います。 

 私からの提案ですが、市報やケーブルテレビに応

援店の紹介を出すというのはどうでしょうか。広告

代なしでお店の名前を出してもらえるというのは、

大きな特典だと思います。参考にしていただければ

ありがたいです。 

 ６番目の質問に移ります。2018年度の地方交付税

では、認可保育所で障がい児を受け入れている自治

体に対する費用として、これまで400億円程度だった

ものが800億円程度と、手厚く配分されるようになり

ました。障がい児の対象範囲は、発達障がい児や軽

度まで含まれるということですが、本市における障

がい児受け入れ保育所に対する補助はどうなのでしょ

うか。 

○議長（安達 隆君）  子育て支援課長、水江和徳
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君。 

○子育て支援課長（水江和徳君）  それでは、障が

い児保育についてのご質問にお答えいたします。 

 障がいのある児童を受け入れている保育園への補

助につきましては、まず保育園の運営費として支払

う施設型給付費の加算として療育支援加算が適用さ

れ、支給をしております。この療育支援加算につき

ましては、特別児童扶養手当の支給対象児童や、発

達障がいのある児童などの受け入れを行い、子ども

の療育支援に取り組む場合に加算されます。この加

算額は、特別児童扶養手当の支給対象児童を受け入

れている保育園につきましては、１園当たり月額約

５万7,000円、それ以外の障がいのある児童を受け入

れている保育園につきましては、１園当たり月額３

万8,000円となっております。現在、市内６園中３園

に対しまして、この療育支援加算を適用の上、運営

費を支給しているところでございます。 

 こうした国の制度に加えまして、障がいのある児

童の保育を推進するため、市独自の補助として、障

がい児保育対策事業補助金を設けております。この

補助金の概要につきましては、特別児童扶養手当の

支給対象児童、身体障がい者手帳、療育手帳の交付

を受けた児童、発達障がいなどが疑われる児童など

を受け入れ、さらにその児童を担当する職員として

保育士を配置した保育園に対し、その保育士の人件

費相当分の一部を補助するものでございます。補助

の基準額につきましては、対象児童１人当たり月額

７万4,140円でございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  再質問をします。 

 補助金を受ける場合、障がい者手帳や療育手帳な

どを取得しているという条件が必要なようですが、

そういう認定に至らないけれども、お子さんも親御

さんも困り事や心配を抱えているという方も、少な

からずいらっしゃると思います。そのような方や園

に対しての支援はあるのでしょうか。 

○議長（安達 隆君）  子育て支援課長、水江和徳

君。 

○子育て支援課長（水江和徳君）  それでは、再質

問にお答えをいたします。 

 本市では、子どもの健康状態を把握するため乳幼

児健診を実施しておりまして、集団健診と、医療機

関で行う個別健診がございます。集団健診では、そ

れぞれおおよそ４カ月、８カ月、１歳６カ月、３歳

６カ月、５歳に当たる乳幼児を対象に実施し、また、

医療機関で行う個別健診は生後３カ月から６カ月の

間と、９カ月から11カ月の間に、それぞれ１回ずつ、

小児科医の診察により発育や発達の健診を実施して

おります。乳幼児健診の結果で精密検査が必要な子

どもさんには後日相談会を開催しまして、発達専門

の医師の診察や臨床心理士、作業療法士、言語聴覚

士の面談によりまして、発育や発達に関する受診や

相談先、さらには子どもさんへのかかわり方などに

ついてアドバイスなどを行っております。 

 また、健診時においては把握のできない集団での

様子を見させていただくため、市内の各保育園や幼

稚園を保健師が巡回訪問しております。 

 さらに、発達のおくれが見られる子どものために、

日常生活における基本的動作の指導や、集団生活へ

の適応訓練などを行っています児童発達支援セン

ターがございますが、この児童発達支援センターに

委託をしまして、年間二クールで各保育園や幼稚園

などを巡回訪問し、子どもの発達を促すための必要

なかかわり方などの助言を行っております。今年度

からは本市の保健師も同行し、支援につなげていく

ようにしているところでございます。 

 なお、保育園で毎日子どもに接する保育士さんに

おいて、保育園児に気になるところがございました

ら、ぜひご相談をいただきたいというふうに思って

おります。巡回訪問におきましても、療育が必要な

子どもさんにつきましては、保護者の理解をいただ

きながら、関係機関と連携をして療育につなげてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  心配なお子さんがいらっ

しゃったら、医療機関で何も言われなくても、市の

ほうに、子育て支援課のほうに相談すれば、何か手

を打ってくれるということだなというふうに思いま

したので、よろしくお願いします。 

 最後の質問です。ご家族が亡くなられた後の手続

は、悲しみに暮れ、身も心も疲れ切っている時に、

時間もとられ、煩雑で大変だと聞いております。本

市における死亡時の手続は、できるだけ簡素にして

いると伺いましたが、どのように工夫されているの

でしょうか。 

○議長（安達 隆君）  市民課長、近藤幸一君。 

○市民課長（近藤幸一君）  死亡時の窓口サービス

についてのご質問にお答えします。 
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 本市では、死亡届が出た時に遺族の方が市役所で

の手続がスムーズに行えるよう、ご遺族の方へとい

うチラシを配付しております。チラシの内容ですが、

国民健康被保険者証などの返納・変更、年金、住民

異動届、身体障がい者手帳の返納、固定資産の相続

人代表者指定届の提出、市営住宅、上下水道、ケー

ブルテレビ関係などの手続の内容や、持参するもの

と、それぞれの受付窓口が記載されております。 

ご遺族の方につきましては、手続についてご説明

するとともに、職員が他の部署、担当部署までご案

内をしております。また、必要に応じて担当者に窓

口まで来てもらい対応するようにしているところで

ございます。 

 手続は、高田庁舎１階のフロアの各課の窓口、真

玉庁舎の地域総務一課、香々地庁舎の地域総務二課

で、ほぼできるため、遺族の方の移動も最小限に抑

えられると考えております。 

そのようなことから、他の市町村に比べても丁寧

かつスムーズな手続が行われているほうだと思って

おりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（安達 隆君）  安達かずみ君。 

○１番（安達かずみ君）  先日、ＬＧＢＴの取り組

みについて別府市役所に行った時に、別府市のおく

やみコーナーが話題になっているので、そちらのほ

うもいろいろ詳しくお聞きしてきました。本市の場

合は、フロアが一つで、たらい回しにさせられると

いった感はないと思うんですが、特筆すべきは、書

かなくてはならない書類は１回だけで、その書類を

見て職員がパソコンにデータを打ち込むと、手続が

必要な課が抽出され、関係書類が一括作成されると

いうことです。無料のアプリでしているので、シス

テムにお金もかかっていないそうです。ぜひ参考に

して、何度も同じことを書かなくて済むようにして

いただければ、ありがたいなと思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（安達 隆君）  一般質問を続けます。 

 ５番、井ノ口憲治君の発言を許します。 

 井ノ口憲治君。 

○５番（井ノ口憲治君）  議席番号５番の井ノ口憲

治でございます。 

 １点目の質問は、旧都甲小学校運動場に移住者向

けの宅地を造成したらどうかという質問でございま

す。 

 市長が公約に掲げました移住者向けの宅地無償提

供につきましては、今までの議会答弁から、思うよ

うには進んでいないのではないかというように思っ

ておるところでございます。そこで、旧都甲小学校

運動場跡地に宅地造成したらというように思います。

以前はゲートボールなどもしていましたが、現在は

何も利用されず、草が生えている状況でございます。 

 旧校舎の教室は、歴史資料展示場として、昔の農

機具の展示をしています。と同時に、戴星塾として

も利用させていただいているところでございます。

屋山城主の吉弘統幸公を中心としながら、つながり

のある国東の武蔵、大分の大友顕彰会、統幸といと

この立花宗茂の柳川市との交流や、宗茂の父、福岡

県太宰府の高橋紹運の岩屋城や宝満城などの視察研

修もしているところでございます。旧体育館は、今

は柔道場に整備をされまして、戴星学園の柔道部の

生徒が毎日練習に励み、全国大会、九州大会、非常

にすばらしい成果も上げているところでございます。 

 周りにはそのようなすばらしい環境があり、今、

遊休地となっている旧運動場は、子育て世代を中心

とした移住者向け宅地としては最適の場所ではない

かというように考えております。と同時に、市の市

有地でありますから、判断をすれば早急に着工もで

きるのではないかというように思っているところで

ございます。そして、戴星学園も近く、高齢化が進

んでいる地域にも活性化が期待され、地域の人たち

もまた大変その宅地造成ができることを期待をして

おるところでございます。 

 以上、答弁を求めたいと思います。 

○議長（安達 隆君）  市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  移住者向けの宅地造成に

ついてお答えいたします。 

 私は、市長就任以来、これまで本市の人口増施策

への対策として分譲団地を造成していきたいと申し

てまいりました。また、さきの３月市議会定例会に

おきまして、議員各位のご理解とご協力をいただき、

分譲団地造成に係る予算を始め、高校生までの医療

費無料化や、幼稚園、小中学校における給食費の無

償化等の各種予算のご承認をいただき、いよいよ人

口増に向けた新たな施策の展開がスタートしたとこ

ろでございます。 

 そうした中で、先般、議員を始め、地元の自治委

員の皆様方より、少子高齢化や過疎化における都甲

地域の実情と将来への思いを聞かせていただきまし

た。その中で、議員からご提案あったように、地域

の総意として、現在活用されていない旧都甲小学校
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のグラウンドについて分譲宅地を造成してもらいた

い、そして、人口増はもちろん、地域の活性化に力

を貸してほしいという旨のお話をいただき、大変心

強く感じているところでございます。 

 本市においては、平成26年度から４年連続、社会

増となっているものの、出生・死亡あわせた市全体

では人口減少が続いており、人口増対策は待ったな

しであると考えております。 

私は、公約として掲げておりました真玉地域、田

染地域における分譲団地造成の件とあわせまして、

このご提案についても、早急に現地を調査の上、検

討を行ってまいりたいと思います。 

今後におきましても、議員各位、そして地域の皆

様のご理解、ご協力、ご支援をお願い申し上げます。 

○議長（安達 隆君）  井ノ口憲治君。 

○５番（井ノ口憲治君）  前向きなご答弁ありがと

うございました。 

 ２点目の質問に入ります。２点目は、戴星学園の

プール新設についてお願いとお尋ねをいたします。 

 戴星学園の児童生徒は現在、旧都甲小学校のプー

ルを利用しています。新設のお願いの主な理由とい

たしましては、一つ目が、低学年の子どもたちにとっ

ては、着がえの準備等、大変時間がかかります。そ

の上、１キロメートル離れたプールまで行くという

のは、水泳時間も充分に確保されません。 

 ２点目は、旧都甲小のプールは昭和47年７月20日、

1972年７月20日に完工をしております。ですから、

計算をしてみますと、46年たっているということに

なります。そして、大変老朽化も進んでいるのが現

状でございます。そのような理由から、子どもの時

期にはしっかりと勉強もさせ、そして運動もさせ、

水泳もしっかりしてもらって、立派な、心身ともに

たくましい子どもに育ってもらいたいというように

思っています。 

 私もちょっと参考までに聞いてみましたら、学校

のところにプールが新設されていないのは戴星学園

だけじゃないかと思います。そういうことで、ぜひ

戴星学園の近くにプールを新設していただきたいと

思っていますが、ご意見をお伺いしたいと思います。 

○議長（安達 隆君）  教育総務課長兼地域総務一

課長、安藤隆治君。 

○教育総務課長兼地域総務一課長（安藤隆治君）  

それでは、戴星学園のプールの新設についてお答 

えをいたします。 

 戴星学園のプールの整備につきましては、建設当

時の小中一貫校教室棟建設委員会において議論にな

り、ご要望もいただいてきたところでありますが、

全体事業計画を精査する中で、旧都甲小学校の既存

施設を活用するということでご了解をいただいてい

るところであります。議員ご指摘のように、戴星学

園からプールまでの移動には若干時間を要しますが、

授業時間の弾力的な運用や、移動の際にスクールバ

スを活用するなど、対応しているところであります。 

 しかしながら、既存のプールにつきましては、先

程、議員のほうから申されましたように、旧校舎の

建設当時に整備されたものでありまして、すでに45

年以上経過し、老朽化も進んでおります。 

 ご質問のプールの新設につきましてですが、整備

には高額な建設費も伴うことが想定されることから、

国の助成措置が前提条件であると考えております。

 国の交付金につきましては、国の限られた予算枠

の中で政策的な選択の優先順位もありますが、鋭意

努力してまいりたいと考えております。 

 今後とも子どもたちの安全安心な学習環境を確保

していくため、教育委員会といたしましても、市内

全体の小中学校のプール整備を含め、学校施設全般

に係る改修等に必要な経費について積極的に、かつ

計画的に国・県に要望していくとともに、学校施設

の適正な維持管理にも努めてまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安達 隆君）  井ノ口憲治君。 

○５番（井ノ口憲治君）  ２点の質問につきまして

大変前向きなご回答をいただいたというように、大

変うれしく思っています。 

 移住者向けの宅地造成については、早急にできる

なら早急に取り組むほうが移住者向けにとって、豊

後高田市の市長の公約でもある移住者向け宅地がで

きて、効果があるのではないかと思っておりますの

で、早急な取り組みをお願いをいたしまして、質問

を終わります。 

○議長（安達 隆君）  これにて一般質問を終結い

たします。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 あすから６月27日まで休会し、各委員会において

付託案件の審査をお願いいたします。 

 次の本会議は６月28日午前10時に再開し、各委員

長の報告を求め、委員長報告に対する質疑、討論、

採決を行います。なお、討論の通告は６月26日午後

５時までに提出願います。 

 本日はこれにて散会いたします。 
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